
平成２９年１０月３１日� 第１０４９号　―１―広　　島　　市　　報

広 島 市 報広 島 市 報
定期第１０４９号

平成２９年１０月３１日

発 行 所

広島市役所
（企画総務局法務課）

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

目 次
告 示

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者�

の指定� �4

〇介護保険法又は改正前の介護保険法による�

指定居宅サービス事業者及び指定介護予防�

サービス事業者の指定� �4

〇介護保険法による指定地域密着型サービス�

事業者又は指定地域密着型介護予防サービ�

ス事業者の指定� �4

〇介護保険法による指定事業者の指定� �5

〇開発行為に関する工事の完了� �5

〇広島市市税条例による控除対象寄附金指定�

の届出事項の変更　２件� �5

〇広島市市税条例による告示� �6

〇広島市市税条例による控除対象寄附金指定�

の届出事項の変更� �6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による介護扶助のための介護を担当する�

機関の指定� �6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による指定介護機関の事業の廃止� �6

〇開発行為に関する工事の完了　２件� �7

〇平成２９年第３回広島市議会定例会の招集� �7

〇自転車等の所有権の取得� �7

〇出納員の事務の一部委任　２件� �7

〇広島市市税条例による控除対象寄附金指定�

の届出事項の変更� �8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� �8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための施術者の指定� �8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定更新� �8

〇公共下水道の供用開始� �9

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場に�

よる下水の処理開始� 10

〇農業集落排水処理施設の供用開始� 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定更新� 10

〇出納員の事務の一部委任　５件� 10

〇自転車等の所有権の取得� 12

〇平成２８年度決算に係る健全化判断比率の�

公表� 12

〇平成２８年度決算に係る資金不足比率の公�

表� 12

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による介護扶助のための介護を担当する�

機関の指定� 13

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による指定介護機関の事業の廃止� 13

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者，�

指定介護予防サービス事業者及び介護予防・�

日常生活支援総合事業における指定事業者�

の指定取消処分� 13

〇介護保険法による指定地域密着型（介護予�

防）サービス事業者の指定取消処分� 14

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者�

の指定取消処分� 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による指定介護機関の指定の取消　２件� 14

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の�

廃止� 14

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及�



―２―　第１０４９号� 平成２９年１０月３１日広　　島　　市　　報

〇道路の区域変更（安佐南区）� 29

〇道路の供用開始（安佐南区）� 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 30

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 30

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 30

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐南区）� 30

〇平成２９年第２回緑井財産区議会定例会の�

招集（安佐南区）� 30

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐南区）� 30

〇道路法による事業計画のある道路を建築基�

準法に規定する道路と指定（安佐北区）� 30

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐北区）� 31

〇市街化区域内の水路の廃止（安佐北区）� 31

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐北区）� 31

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 31

〇平成２９年第２回小河内財産区議会定例会�

の招集（安佐北区）� 31

〇平成２９年第２回高南財産区議会定例会の�

招集（安佐北区）� 31

〇道路の区域変更（安佐北区）� 32

〇道路の供用開始（安佐北区）� 32

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 32

〇地方自治法による地域的な共同活動のため�

の不動産又は不動産に関する権利等を保有�

する地縁による団体の認可（安佐北区）� 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 32

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 32

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 33

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 33

〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�

区）� 33

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 33

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 33

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更（安�

芸区）� 33

〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�

区）� 35

び指定介護予防サービス事業の廃止� 15

〇介護保険法による指定地域密着型サービス�

事業の廃止� 15

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の�

事業者指定等に関する要綱による指定事業�

者の廃止� 15

〇広島農業振興地域整備計画の変更� 16

〇市営住宅の家賃の変更� 16

〇道路法による市道の路線の廃止� 20

〇道路法による市道の路線の認定� 20

〇道路の区域決定� 20

〇道路の供用開始� 21

〇放置自転車等の撤去（中区）　１８件� 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）　２件� 23

〇放置自転車等の撤去（中区）� 23

〇放置自転車の撤去（東区）　７件� 23

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 24

〇放置自転車等の撤去（南区）　３件� 24

〇建築基準法による一つの敷地とみなすこと�

等による一団地の認定（南区）� 24

〇道路の区域変更（南区）� 25

〇道路の供用開始（南区）� 25

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 25

〇道路の区域変更（南区）� 25

〇道路の供用開始（南区）� 26

〇放置自転車等の撤去（南区）　５件� 26

〇道路の区域変更（南区）� 26

〇道路の供用開始（南区）� 26

〇放置自転車等の撤去（南区）� 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 27

〇放置自転車等の撤去（西区）　５件� 27

〇市街化区域内の水路の廃止（西区）� 27

〇放置自転車等の撤去（西区）� 27

〇屋外広告物法による広告物等の除却（西区）� 28

〇放置自転車等の撤去（西区）　２件� 28

〇道路の区域変更（安佐南区）� 28

〇道路の供用開始（安佐南区）� 28

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 28

〇道路の区域変更（安佐南区）� 28

〇道路の供用開始（安佐南区）� 29

〇道路の区域変更（安佐南区）� 29

〇道路の供用開始（安佐南区）� 29



平成２９年１０月３１日� 第１０４９号　―３―広　　島　　市　　報

佐南区）� 38

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙における投票記載所の候補�

者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじ�

を行う場所及び日時（安佐南区）� 38

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙において候補者１人につき�

選挙運動に関して支出できる金額（安佐南�

区）� 38

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙において当選した者の住所�

及び氏名（安佐南区）� 38

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録�

の移替えをしない期間（安芸区）� 38

〇指定投票区及び指定関係投票区の指定の告�

示中表の一部を変更（佐伯区）� 38

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録�

の移替えをしない期間（佐伯区）� 39

区選管委員長告示

〇平成２９年９月１２日執行予定の緑井財産�

区議会議員一般選挙における不在者投票の�

投票記載場所（安佐南区）� 39

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 39

監 査 公 表

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公�

表� 39

〇定期監査及び行政監査結果公表� 40

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体�

等監査結果公表� 41

〇定期監査及び行政監査結果公表　２件� 41

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体�

等監査結果公表� 42

〇定期監査及び行政監査結果公表　４件� 42

〇定期監査及び行政監査並びに出資団体監査�

結果公表� 44

〇広島市職員に関する措置請求の監査結果の�

公表� 44

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　３件� 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 35

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 35

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 35

区 告 示

〇自転車臨時運行許可番号標の失効（安佐南�

区）� 36

選 管 告 示

〇平成２９年９月１日現在における地方自治�

法及び市町村の合併の特例に関する法律に�

よる各種直接請求並びに地方教育行政の組�

織及び運営に関する法律による委員の解職�

請求をするに必要な選挙人の数� 36

区 選 管 告 示

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録�

の移替えをしない期間（中区）� 36

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録�

の移替えをしない期間（東区）� 36

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録�

の移替えをしない期間（南区）� 37

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録�

の移替えをしない期間（西区）� 37

〇公職選挙法による緑井財産区議会議員の任�

期満了による一般選挙（安佐南区）� 37

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙における選挙長及びその職�

務を代理すべき者の選任（安佐南区）� 37

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙における選挙会の場所及び�

日時（安佐南区）� 37

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙における開票の事務（安佐�

南区）� 37

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙における期日前投票所の設�

置（安佐南区）� 37

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙における投票所の設置（安�

佐南区）� 37

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙における期日前投票所の投�

票管理者及びその職務を代理すべき者の選�

任（安佐南区）� 38

〇平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議�

会議員一般選挙における投票区の投票管理�

者及びその職務を代理すべき者の選任（安�



―４―　第１０４９号� 平成２９年１０月３１日広　　島　　市　　報

株式会社ウェ
ブ・エージェ
ンシー

ヘルパーセン
ターｉ・ケア
ゆき

広島市佐伯区
湯来町大字伏
谷乙１３６１
番地

訪問介護

株式会社ウェ
ブ・エージェ
ンシー

ヘルパーセン
ター i・ケア
ゆき

広島市佐伯区
湯来町大字伏
谷乙１３６１
番地

介護予防訪問介護

株式会社彩縁
舎 エイトケア

広島市中区舟
入南二丁目１
番６号レジデ
ンス松本１階

訪問看護及び介護
予防訪問看護

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス己斐

広島市西区己
斐中三丁目３�
９番２５号

介護予防通所介護

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島緑井

広島市安佐南
区緑井二丁目
２７番４号

通所介護

株式会社ウェ
ブ・エージェ
ンシー

デイサービス
センターｉ・
ケアゆき

広島市佐伯区
湯来町大字伏
谷乙１３６１
番地

通所介護

株式会社ウェ
ブ・エージェ
ンシー

デイサービス
センターｉ・
ケアゆき

広島市佐伯区
湯来町大字伏
谷乙１３６１
番地

介護予防通所介護

株式会社ウェ
ブ・エージェ
ンシー

ショートステ
イｉ・ケアゆ
き

広島市佐伯区
湯来町大字伏
谷乙１３６１
番地

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

有限会社ケア
ネット広島

福祉用具事業
所ケアインパ
クト

広島市中区舟
入川口町６番
９号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具
貸与

医療法人長久
堂野村病院

福祉用具貸与
事業所可部

広島市安佐北
区可部南四丁
目１７番３０
号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具
貸与

有限会社ケア
ネット広島

福祉用具事業
所ケアインパ
クト

広島市中区舟
入川口町６番
９号

特定福祉用具販売
及び特定介護予防
福祉用具販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１６号

平成２９年９月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項又

は第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので，同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の

２０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成２９年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス己斐

広島市西区己
斐中三丁目３�
９番２５号

地域密着型通所介
護

告 示
広島市告示第４１４号

平成２９年９月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成２９年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社彩縁
舎 エイトケア

広島市中区舟
入南二丁目１
番６号レジデ
ンス松本１階

居宅介護支援

医療法人社団
聖愛会

医療法人社団
聖愛会ぎおん
牛田病院居宅
介護支援事業
所

広島市安佐南
区西原八丁目
２８番１４－
１０３号

居宅介護支援

株式会社ウェ
ブ・エージェ
ンシー

ケアプランセ
ンターｉ・ケ
アゆき

広島市佐伯区
湯来町大字伏
谷乙１３６１
番地

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１５号

平成２９年９月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）附則第１１条若しくは第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１

条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法

第５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，介護保

険法第７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告

示します。

　指定年月日　平成２９年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

合同会社くー
る

ヘルパーステ
ーション心結

広島市安佐南
区八木四丁目
２９番４－４
号

訪問介護

合同会社くー
る

ヘルパーステ
ーション心結

広島市安佐南
区八木四丁目
２９番４－４
号

介護予防訪問介護
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浅数興産有限
会社

リハビリデイ
サロン満天

広島市南区松
川町６番１６
号第３佐野ビ
ル１０１号

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

クアリウムシ
ャレー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番１号

短時間型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１９号

平成２９年９月４日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区五日市町大字石内字有井３９３４番１

２　開発面積

５０８．０３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区五日市町大字石内３９３４番地１

ハーディーズ株式会社

代表取締役　石田尚照

４　検査済証交付年月日

平成２９年９月４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２０号

平成２９年９月４日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第４項の規定により，学校法人広島三育学院から控除対象寄附

金指定の届出事項の変更の届出があったので，同条第５項の規定

により，次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

変更前 変更後
１　代表者
　　山地　正
２�　特定公益増進法人である
ことの証明書発行日
　　平成２０年１２月１６日

１　代表者
　　島田　真澄
２�　特定公益増進法人である
ことの証明書発行日
　　平成２５年１２月１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２１号

平成２９年９月５日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第４項の規定により，学校法人鈴峯学園から控除対象寄附金指

定の届出事項の変更の届出があったので，同条第５項の規定によ

り，次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

変更前 変更後

株式会社不二
ビルサービス

グループホー
ムふじの家矢
野

広島市安芸区
矢野西五丁目
１８番４０号

認知症対応型共同
生活介護及び介護
予防認知症対応型
共同生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１７号

平成２９年９月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　平成２９年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社あん
しんサポート

介護センター
さわやか元気

広島市東区東
蟹屋町７番１�
１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社バー
スト

ヘルパーステ
ーション丹那

広島市南区丹
那町２２番１�
０－５号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ＰＩ
ＥＣＥ

訪問介護ピー
ス

広島市南区段
原二丁目１４
番８－４０１
号

訪問介護サービス

合同会社くー
る

ヘルパーステ
ーション心結

広島市安佐南
区八木四丁目
２９番４－４
号

訪問介護サービス

株式会社Ｍ・
Ｆａｍｉｌｙ

ヘルパーステ
ーションくれ
よん

広島市安佐南
区伴東七丁目
６番５号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社三和
会

訪問介護事業
所若葉台

広島市安佐南
区伴北七丁目
３２番２７号

訪問介護サービス

株式会社ウェ
ブ・エージェ
ンシー

ヘルパーセン
ターｉ・ケア
ゆき

広島市佐伯区
湯来町大字伏
谷乙１３６１
番地

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

浅数興産有限
会社

リハビリデイ
サロン満天

広島市南区松
川町６番１６
号第３佐野ビ
ル１０１号

１日型デイサービ
ス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス己斐

広島市西区己
斐中三丁目３�
９番２５号

１日型デイサービ
ス

株式会社三和
会

通所介護事業
所若葉台

広島市安佐南
区伴北七丁目
３２番２７号

１日型デイサービ
ス

株式会社ウェ
ブ・エージェ
ンシー

デイサービス
センターｉ・
ケアゆき

広島市佐伯区
湯来町大字伏
谷乙１３６１
番地

１日型デイサービ
ス

有限会社メデ
ィカルサービ
ス廿日市

デイサービス
センター廿日
市駅前ひまわ
り

広島県廿日市
市平良山手１�
１番４７号

１日型デイサービ
ス
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広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日

ウォンツ下温品薬局 広島市東区温品七丁目
１１－３４

平成２９年７月１�
８日

ＩＧＬヘルパーステ
ーションシャレー

広島市安佐南区上安六
丁目３１番２号

平成２９年１月１
日

はーとふるケアサー
ビス

広島市南区上東雲町２�
７番６号ＥＡＳＴ１０�
１号室

平成２６年１２月
１日

エネルギアケアはぴ
ねす看護ステーショ
ン

広島市中区大手町三丁
目１１番２０号

平成２２年３月１�
５日

ありす居宅介護支援
事業所

広島市東区牛田中一丁
目１番１５号

平成２９年５月２�
９日

ニックス福祉用具サ
ービス事業所

広島市東区尾長東一丁
目６番５号

平成２５年８月１�
５日

ニックス東訪問介護
事業所

広島市東区尾長東一丁
目６番５号

平成２５年８月１�
５日

サザン薬局居宅介護
支援事業所

広島市西区南観音６丁
目１－３１－１０３号

平成２５年３月１�
６日

訪問看護ステーショ
ンデューン広島

広島市東区光が丘８番
５号ツイン・ヒルズ　
ウェスト１０１号

平成２９年５月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２５号

平成２９年９月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

廃止年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法人）
の名称

平成２９年
３月３１日

デイサービスセ
ンタースイート
ピア

広島市西区天満
町１８番８号

医療法人社団光
仁会

平成２９年
７月３１日

ヘルパーステー
ション優

広島市安佐北区
可部南二丁目８
－４－１０１

株式会社メディ
カルケア

平成２９年
７月３１日 訪問看護優

広島市安佐北区
可部南二丁目８
－４－１０１

株式会社メディ
カルケア

平成２８年
１２月３１
日

ＩＧＬヘルパー
ステーションア
ルペンローゼ

広島市安佐南区
上安六丁目２７
－１２－１２

社会福祉法人Ｉ
ＧＬ学園福祉会

平成２６年
１１月３０
日

はーとふるケア
サービス

広島市南区上東
雲町２７番２８
号

株式会社はーと
ふるケアサービ
ス

平成２２年
３月１４日

エネルギアケア
はぴねす看護ス
テーション

広島市中区大手
町三丁目１２番
９号

株式会社エネル
ギア介護サービ
ス

１�　特定公益増進法人である
ことの証明書発行日

　　平成２１年３月１日

１�　特定公益増進法人である
ことの証明書発行日

　　平成２６年３月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２２号

平成２９年９月５日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第５項の規定により，次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　次の者に対する控除対象寄附金の指定を取り消す。

学校法人鈴峯学園

２　取消日

平成２７年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２３号

平成２９年９月５日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第４項の規定により，学校法人修道学園から控除対象寄附金指

定の届出事項の変更の届出があったので，同条第５項の規定によ

り，次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

変更前 変更後

１�　事務所その他の施設の所
在地

　　広島修道大学
　　　　　　　　　　
　　修道高等学校
　�　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　　修道中学校
　�　　　　　　　　　　　　
　　　　

２�　事務所その他の施設の所
在地

　　広島修道大学
　　鈴峯女子短期大学
　　修道高等学校
　�　広島修道大学附属鈴峯女
子高等学校

　　修道中学校
　�　広島修道大学附属鈴峯女
子中学校

１�　事務所その他の施設の所
在地

　　広島修道大学
　　鈴峯女子短期大学
　　修道高等学校
　�　広島修道大学附属鈴峯女
子高等学校

　　修道中学校
　�　広島修道大学附属鈴峯女
子中学校

２�　事務所その他の施設の所
在地

　　広島修道大学
　　（廃止）　　　　
　　修道高等学校
　�　広島修道大学附属鈴峯女
子高等学校

　　修道中学校
　�　広島修道大学附属鈴峯女
子中学校

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２４号

平成２９年９月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。
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１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区石内北２丁目の５００９番２４７，５００９番

２４８，５００９番２４９及び５００９番２５０

２　開発面積

７４４．９１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区石内北２丁目１番２号

西広島開発株式会社

代表取締役　下紺　秀則

４　検査済証交付年月日

平成２９年９月１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２８号

平成２９年９月１２日

　平成２９年第３回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實

１　招集日　　平成２９年９月１９日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２９号

平成２９年９月１２日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３０号

平成２９年９月１３日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２９年１１月１１日

４　委任期間

平成２９年１１月１１日から同年１２月１０日まで

（別紙）

平成２９年
５月２８日

ありす居宅介護
支援事業所

広島市東区牛田
早稲田一丁目２�
０番１３号

株式会社益田

平成２５年
８月１４日

ニックス福祉用
具サービス事業
所

広島市東区尾長
東一丁目６番６
号

株式会社ニック
ス

平成２５年
８月１４日

ニックス東訪問
介護事業所

広島市東区尾長
東一丁目６番６
号

株式会社ニック
ス

平成２５年
３月１５日

サザン薬局居宅
介護支援事業所

広島市西区南観
音六丁目１番６
号

有限会社今田薬
局

平成２９年
４月３０日

訪問看護ステー
ション　デュー
ン広島

広島市中区東白
島町１２番２７
号　室住ビル１
階

株式会社Ｎ・フ
ィールド

平成２８年
１２月３１
日

ＩＧＬ訪問サー
ビス上安２４

広島市安佐南区
上安六丁目２７
－１２－１２

社会福祉法人Ｉ
ＧＬ学園福祉会

平成２９年
６月３０日

訪問看護ステー
ションニーズ

広島市中区東白
島町１番２９－
３０１号

株式会社ニーズ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２６号

平成２９年９月８日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安芸区中野東七丁目の４０３４番１，４０３４番４，４�

０４４番１，４０４４番２，４０４４番３，４０４４番４，４０�

４４番５，４０４４番６，４０４４番７，４０４４番８，４０４�

４番９，４０５４番，４０５６番，４０５７番６及び４０３�

３番１，４０４５番２，４０５５番，４０６２番１，４０６２

番２の各一部並びに４０３４番４地先の里道及び水路

２　開発面積

５，４３８．５９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区大手町五丁目２番２２号

株式会社Ｓｕｎｓハウジング

代表取締役　八幡欣也

４　検査済証交付年月日

平成２９年９月８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２７号

平成２９年９月１１日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實



―８―　第１０４９号� 平成２９年１０月３１日広　　島　　市　　報

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

いとう薬局 広島市中区西十
日市町１－２７

平成２９年８
月１日

平成３５年７
月３１日

ハンド薬局　鉄
砲町店

広島市中区鉄砲
町５－１ヴィゴ
レ１階

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

コスモス薬局　
日赤病院南口店

広島市中区千田
町二丁目５－６�
４
１階１０１号室

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

マザー薬局　幟
町店

広島市中区幟町
１０－１１　１
Ｆ

平成２９年１
月１日

平成３４年１�
２月３１日

なぎリハビリ訪
問看護ステーシ
ョン

広島市東区戸坂
千足二丁目５－
１３佐々木ビル
２０３

平成２８年９
月１日

平成３４年８
月３１日

訪問看護ステー
ションなずな可
部南

広島市安佐北区
可部南二丁目１�
４－１４

平成２９年８
月１日

平成３５年７
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３５号

平成２９年９月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

堀田　
典宏

みささ鍼
灸整骨院

広島市西区三篠二
丁目１１－６

柔道整復
平成２９年
５月１７日はり・きゅ

う

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３６号

平成２９年９月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 サテライトこまつ 大原　文博 H29．11．11～

H29．12．10競輪事務局 サテライト西予 田中　傑計
競輪事務局 前橋競輪場 櫻井　正明

競輪事務局 サテライトしおさ
い鹿島 海老原　孝之

競輪事務局 サテライト市原 湯沢　秀臣
競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二
競輪事務局 サテライト大阪 吉野　博

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３１号

平成２９年９月１３日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２９年１１月２０日

４　委任期間

平成２９年１１月２０日から同年１２月１０日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久 H29．11．20～
H29．12．10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３３号

平成２９年９月１５日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第４項の規定により，公立大学法人広島市立大学から控除対象

寄附金指定の届出事項の変更の届出があったので，同条第５項の

規定により，次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

変更前 変更後
１　代表者
　　浅田　尚紀

１　代表者
　　青木　信之

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３４号

平成２９年９月１９日



平成２９年１０月３１日� 第１０４９号　―９―広　　島　　市　　報

医療法人　永田
外科

広島市安佐北区
可部南三丁目１�
８－２４

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人　中村
耳鼻咽喉科医院

広島市安佐北区
口田三丁目１－
２８

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

吉見内科小児科
医院

広島市安佐北区
口田三丁目２８
－１１

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

松村歯科医院
広島市安佐北区
落合南一丁目２
－２２

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

白木薬局

広島市安佐北区
白木町大字小越
字中田１９４－
９

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

ドレミ薬局高陽
店

広島市安佐北区
口田一丁目９－
３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人社団　
ながたこどもク
リニック

広島市佐伯区海
老園一丁目６－
２２

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

栗岡共栄薬局水
内店

広島市佐伯区湯
来町大字下字久
賀市９９４

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３７号

平成２９年９月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２９年９月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式　区名 町名

汚水及び雨
水を排除

安佐南区 緑井五丁目の一部

分流

佐伯区 三宅三丁目の一部

汚水を排除

東区 馬木七丁目及び山根町の各一
部

安佐南区

八木二丁目，西原三丁目，祇
園五丁目，伴中央六丁目，大
塚西一丁目及び大塚西二丁目
の各一部

安佐北区 可部南四丁目，亀山三丁目及
び可部町大字桐原の各一部

安芸区 畑賀二丁目の一部

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
医療法人社団　
最上クリニック

広島市中区八丁
堀６－２０

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人社団ば
んぶ会　たけも
とクリニック

広島市中区鶴見
町１４－６

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人　岡本
内科消化器科ク
リニック

広島市中区光南
一丁目１５－５

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

アプコ調剤薬局
広島市中区新天
地４－６赤松ビ
ル１Ｆ

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

吉島病院訪問看
護ステーション
わかば

広島市中区吉島
東三丁目２－３�
３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

山﨑病院
広島市東区上温
品一丁目２４－
９

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

山﨑病院
広島市東区上温
品一丁目２４－
９

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人　戸坂
ホワイト歯科

広島市東区戸坂
千足一丁目２２
－６－１１

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

半田耳鼻咽喉科
医院

広島市南区出汐
一丁目１２－２

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

野島内科医院
広島市南区東雲
本町一丁目１２
－３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

木下循環器・内
科

広島市南区東雲
本町二丁目７－
１０

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人　似島
診療所

広島市南区似島
町字家下７５２
－７４

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人　似島
診療所

広島市南区似島
町字家下７５２
－７４

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

タカタ薬局　東
雲本町店

広島市南区東雲
本町二丁目７－
１５

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

訪問看護ステー
ション比治山

広島市南区上東
雲町３３－２０

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

石田歯科クリニ
ック

広島市西区己斐
中一丁目９－１�
９

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

ひまわり薬局
広島市西区福島
町一丁目２２－
７

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人社団裕
親会　増田内科
医院

広島市安佐南区
毘沙門台二丁目
４２－２３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

医療法人社団　
にし小児科

広島市安佐北区
可部五丁目１４
－１６

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日



―１０―　第１０４９号� 平成２９年１０月３１日広　　島　　市　　報

平成２９年９月２０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

基町薬局
広島市中区基町
１６－１７－１�
１８

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

山崎耳鼻咽喉科
医院

広島市東区若草
町２１－１

平成２９年９
月２日

平成３５年９
月１日

たまき歯科医院
広島市東区牛田
本町二丁目１－
２１

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

木下皮膚科医院 広島市南区上東
雲町３２－１３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

岡東耳鼻咽喉科
医院

広島市西区天満
町７－３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

藤原歯科医院
広島市西区草津
東二丁目１－１�
３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

北本歯科医院
広島市西区古江
新町３－９－３�
０２

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

片村内科医院
広島市安佐北区
白木町大字井原
４４２２－１

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

はしもと眼科
広島市安佐北区
深川五丁目２３
－８

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

福岡歯科医院
広島市安佐北区
上深川町７５８
－１

平成２９年９
月２５日

平成３５年９
月２４日

くすのき眼科
広島市安芸区中
野東一丁目１１
－３１

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

さゆり堂薬局
広島市安芸区矢
野西六丁目１９
－１

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

平原薬局
広島市安芸区中
野東五丁目１－
２

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

川端歯科医院
広島市佐伯区湯
来町大字白砂３�
５２６－１

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

ハートフル歯科
広島市佐伯区五
日市五丁目１５
－３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４１号

平成２９年９月２５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３８号

平成２９年９月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成２９年９月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町名

東区 馬木七丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区

八木二丁目，緑井五丁目，西
原三丁目，祇園五丁目，伴中
央六丁目，大塚西一丁目及び
大塚西二丁目の各一部

安佐北区 可部南四丁目，亀山三丁目及
び可部町大字桐原の各一部

佐伯区 三宅三丁目の一部

東区 山根町の一部
位置：�広島市南区向洋

沖町１番１号
名称：�太田川流域下水

道東部浄化セン
ター

安芸区 畑賀二丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３９号

平成２９年９月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第３３条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２９年９月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し，及び処理する区域 排水処理施設の名称
安佐北区白木町大字市川の一部 市川農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字三田の一部 下三田農業集落排水処理施
設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４０号
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競輪事務局 サテライト男鹿 松村　めぐみ
競輪事務局 青森競輪場 鳴海　雄大
競輪事務局 サテライト六戸 秋元　善行
競輪事務局 福井競輪場 南　裕之
競輪事務局 奈良競輪場 増田　勝彦
競輪事務局 京都向日町競輪場 高野　秀雄
競輪事務局 和歌山競輪場 松下　裕和
競輪事務局 武雄競輪場 小田　修
競輪事務局 サテライト宮崎 平山　憲
競輪事務局 サテライト三股 福田　哲久
競輪事務局 サテライトみぞべ 黒尾　聖洋
競輪事務局 サテライト鹿児島 加古　亮太
競輪事務局 佐世保競輪場 前田　知章

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４３号

平成２９年９月２５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２９年１１月１１日

４　委任期間

平成２９年１１月１１日から同年１２月１４日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 玉野競輪場 山下　浩二 H29．11．11～

H29．12．14競輪事務局 防府競輪場 熊谷　俊二
競輪事務局 サテライト宇部 市川　龍一
競輪事務局 高松競輪場 楠　康弘
競輪事務局 サテライト徳島 秋田　佐知子
競輪事務局 サテライト南国 木村　祐介
競輪事務局 サテライト安田 武市　知之
競輪事務局 サテライト石鳥谷 坂本　亮
競輪事務局 サテライト船橋 齋藤　寛之
競輪事務局 サテライト鴨川 井上　馨
競輪事務局 千葉競輪場 鴻﨑　豊宏
競輪事務局 名古屋競輪場 千賀　博通
競輪事務局 サテライト中洲 原田　知典
競輪事務局 サテライト北九州 掘　健一郎

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

２　委任した事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２９年９月１２日

４　委任期間

平成２９年９月１２日から同年１２月１４日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 サテライト新潟 水澤　正一 H29．９．12～

H29．12．14競輪事務局 西武園競輪場 齋田　克巳
競輪事務局 伊東温泉競輪場 福西　淳
競輪事務局 豊橋競輪場 柘植　靖仁
競輪事務局 松阪競輪場 松葉　智子
競輪事務局 熊本競輪場 山浦　英樹

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４２号

平成２９年９月２５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

２　委任した事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２９年９月１５日

４　委任期間

平成２９年９月１５日から同年１２月１４日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 小松島競輪場 壽満　靖司 H29．９．15～

H29．12．14競輪事務局 高知競輪場 森岡　眞秋
競輪事務局 函館競輪場 米田　剛
競輪事務局 サテライト札幌 山村　英次
競輪事務局 サテライト石狩 野澤　和雄
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競輪事務局 サテライト大阪 吉野　博

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４６号

平成２９年９月２６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４７号

平成２９年９月２６日

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第３条第１項の規定により，平成２８年度決算に係る健

全化判断比率について公表する。

広島市長　　松　井　一　實

� （単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字
比率

実質公債費
比率 将来負担比率

－　
（１１．２５）

－　
（１６．２５）

１４．７　
（２５．０）

２２２．８　
（４００．０）

備考

１　実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「－」は，実質

赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。

２　括弧内に掲げる数値は，本市に適用される早期健全化基準

を示す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４８号

平成２９年９月２６日

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第２２条第１項の規定により，平成２８年度決算に係る

資金不足比率について公表する。

広島市長　　松　井　一　實

� （単位：％）
特別会計の名称 資金不足比率

中 央 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 －
国民宿舎湯来ロッジ等特別会計 －
開 発 事 業 特 別 会 計 －
水 道 事 業 会 計 －
下 水 道 事 業 会 計 －
安 芸 市 民 病 院 事 業 会 計 －

備考

１　資金不足比率の欄の「－」は，資金の不足額がないことを

示す。

広島市告示第４４４号

平成２９年９月２５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２９年１１月２０日

４　委任期間

平成２９年１１月２０日から同年１２月１４日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 サテライト水戸 網代　政巳 H29．11．20～
H29．12．14

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４５号

平成２９年９月２５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２９年１２月１１日

４　委任期間

平成２９年１２月１１日から同年１２月１４日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 サテライトこまつ 大原　文博 H29．12．11～

H29．12．14競輪事務局 サテライト西予 田中　傑計
競輪事務局 サテライト市原 湯沢　秀臣
競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久
競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二
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廃止年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法人）
の名称

平成２４年
１０月３１
日

訪問看護ステー
ション古の市

広島市安佐南区
古市三丁目５番
５号

株式会社広の島

平成２０年
３月３１日

街かどデイ花も
よう

広島市西区庚午
北二丁目５番５
号

株式会社ＬＡＴ

平成１８年
９月３０日

広島市高取北・
安西地域包括支
援センター

広島市安佐南区
上安二丁目２３
番５号

社会福祉法人慈
光会

平成２９年
６月２５日

広島市段原地域
包括支援センタ
ー

広島市南区段原
南２－１２－２�
７パルルアイビ
ル２階

社会福祉法人広
島常光福祉会

平成２９年
１月１０日

あおぞら介護広
島南ケアプラン
センター

広島市南区東雲
一丁目１５番１
号サンフラワー
東雲５０５号

株式会社日本エ
ルダリーケアサ
ービス

平成２９年
１月１０日

あおぞら介護広
島南サービスセ
ンター

広島市南区東雲
一丁目１５番１
号サンフラワー
東雲５０５号

株式会社日本エ
ルダリーケアサ
ービス

平成２８年
５月１３日

広島医療生協居
宅介護支援事業
所

広島市安佐南区
中須二丁目１９
－１０－１

広島医療生活協
同組合

平成２８年
６月１９日

夜間対応型訪問
介護ニックスヘ
ルパー救急隊

広島市東区尾長
東二丁目６番３�
４号

株式会社ニック
ス

平成２９年
４月３０日

介護ステーショ
ンハーモニー

広島市南区皆実
町三丁目３番２�
２号

株式会社ＯＦＦ
ＩＣＥ・ＮＡＯ

平成２８年
１０月７日

もみじ訪問看護
ステーション

広島市安佐南区
緑井１－２４－
１９－１０２

広島医療生活協
同組合

平成２８年
１月１１日

広島市三入・可
部地域包括支援
センター介護予
防支援事業所

広島市安佐北区
可部六丁目１０
番２２号

社会福祉法人広
島県同胞援護財
団

平成２９年
３月３１日

サンキ・ウエル
ビィ介護センタ
ー吉島

広島市中区光南
四丁目５番１号

サンキ・ウエル
ビィ株式会社

平成２８年
８月３１日 訪問介護ゆえん 広島市中区鉄砲

町６番２号 株式会社武田

平成２９年
４月３０日

レスパイトケア
住マイル安芸

広島市安芸区船
越南三丁目１番
３０号海田シテ
ィホテル内２Ｆ

株式会社ニック
ス

平成２４年
３月３１日

やまびこデイサ
ービスセンター
十日市

広島市中区十日
市町一丁目５番
１８号

株式会社ウェル
ネット

平成２９年
１月３１日

デイサービスセ
ンターつくし

広島市中区江波
栄町１１番２７
号

有限会社エムエ
ヌティー

平成２８年
１１月３０
日

ヒューマンライ
フケア広島

広島市南区東雲
本町二丁目１４
番１８号

ヒューマンライ
フケア株式会社

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５１号

平成２９年９月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項第６

２　本市に適用される経営健全化基準は，２０％である。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４９号

平成２９年９月２７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日
訪問看護ステーショ
ン古の市

広島市安佐南区古市三
丁目５番３号

平成２４年１１月
１日

街かどデイ花もよう 広島市西区庚午北二丁
目４番６号

平成２０年４月１
日

広島市高取北・安西
地域包括支援センタ
ー

広島市安佐南区高取北
一丁目１７－４１

平成１８年１０月
１日

広島市段原地域包括
支援センター

広島市南区段原一丁目
３番５２号

平成２９年６月２�
６日

あおぞら介護広島南
ケアプランセンター

広島市南区皆実町二丁
目５番３号村岡ビル１
階

平成２９年１月１�
１日

あおぞら介護広島南
サービスセンター

広島市南区皆実町二丁
目５番３号村岡ビル１
階

平成２９年１月１�
１日

広島医療生協居宅介
護支援事業所

広島市安佐南区中須二
丁目１９番６号虹の会
館３Ｆ

平成２８年５月１�
４日

夜間対応型訪問介護
ニックスヘルパー救
急隊

広島市東区尾長東二丁
目７番２８号

平成２８年６月２�
０日

介護ステーションハ
ーモニー

広島市南区皆実町三丁
目１番１８号

平成２９年５月１
日

もみじ訪問看護ステ
ーション

広島市安佐南区中須二
丁目１９番６号虹の会
館２階

平成２８年１０月
８日

広島市三入・可部地
域包括支援センター
介護予防支援事業所

広島市安佐北区三入五
丁目１６－３１

平成２８年１月１�
２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５０号

平成２９年９月２７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實
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及び第５項において準用する同法第５１条第２項，中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第

１４条第４項の規定により，次に掲げる指定介護機関の指定を取

消したため，生活保護法第５５条の３第４号の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法
人）の名称

平成２９年１０
月３１日

一般社団法人
きっかけサポ
ートセンター
であい

広島市安佐南区相
田五丁目２４番１�
２－５号

一般社団法
人きっかけ
サポートセ
ンターであ
い

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５５号

平成２９年９月２９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５１条第２項第７号，中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４

条第４項の規定により，次に掲げる指定介護機関の指定を取消し

たため，生活保護法第５５条の３第４号の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法
人）の名称

平成２９年１０
月３１日

グループホー
ムあかしあ口
田

広島市安佐北区口
田南六丁目９番５
号

医療法人社
団あかしあ
会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５６号

平成２９年９月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
株式会
社広島
福祉サ
ービス

広島福祉
サービス
南第２事
業所

広島市南区東雲一
丁目２２番２４号

平成２９年
９月３０日

居宅介護支
援

株式会
社フロ
ンティ
ア

ウェルス
タイル広
島居宅介
護支援事
業所

広島市南区仁保新
町二丁目１番２３
号

平成２９年
９月３０日

居宅介護支
援

号，第７号及び第１０号並びに同法第１１５条の９第１項第９号

及び第１０号並びに同法第１１５条の４５の９第６号及び第７号

の規定に基づき，次の指定居宅サービス事業者，指定介護予防サ

ービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定

事業者の指定取消処分を行いましたので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称

事業所の
名称

事業所の
住所

サービスの
種類

平成29年
10月31日

一般社団法
人きっかけ
サポートセ
ンターであ
い

一般社団法
人きっかけ
サポートセ
ンターであ
い

安佐南区相田
五丁目２４番
１２－５号

訪問介護，
介護予防訪
問介護及び
訪問介護サ
ービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５２号

平成２９年９月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の１０第９

号，第１０号，第１１号及び第１３号並びに第１１５条の１９第

８号，第９号，第１０号及び第１２号の規定により次の指定地域

密着型（介護予防）サービス事業者の指定取消処分を行いました

ので，同法第７８条の１１第４号及び第１１５条の２０第３号に

基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称

事業所の
名称

事業所の
住所

サービスの
種類

平成29年
10月31日

医療法人社
団あかしあ
会

グループホ
ームあかし
あ口田

安佐北区口田
南六丁目９番
５号

認知症対応
型共同生活
介護及び介
護予防認知
症対応型共
同生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５３号

平成２９年９月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８４条第１項第３号

及び第６号の規定により次の指定居宅介護支援事業者の指定取消

処分を行いましたので，同法第８５条第３項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称

事業所の
名称

事業所の
住所

サービスの
種類

平成29年
10月31日

医療法人純
心会

居宅介護支
援事業所こ
ころ

安芸区矢野西
四丁目３０番
１８号

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５４号

平成２９年９月２９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項
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社会福
祉法人
広島常
光福祉
会

定期巡回�
・随時対
応型訪問
介護看護
事業所げ
んき２４

広島市安佐北区落
合一丁目７番２０
号

平成２９年
９月３０日

定期巡回・
随時対応型
訪問介護看
護

社会福
祉法人
広島常
光福祉
会

夜間対応
型訪問介
護事業所
げんき２�
４

広島市安佐北区落
合一丁目７番２０
号

平成２９年
９月３０日

夜間対応型
訪問介護

特定非
営利活
動法人
いい介
護研究
会

生活リハ
ビリデイ
おおまち

広島市安佐南区大
町東三丁目２９番
３号

平成２９年
９月３０日

地域密着型
通所介護

有限会
社ステ
ップ

デイサー
ビスセン
ターかた
らい

廿日市市宮島口東
三丁目１０番２５
号

平成２９年
９月３０日

地域密着型
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５９号

平成２９年９月２９日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

アサヒ
サンク
リーン
株式会
社

アサヒサ
ンクリー
ン在宅介
護センタ
ー広島南
介護

広島市南区皆実町
四丁目６番１号第
５松本ビル１０１
号

平成２９年
９月３０日

生活援助特
化型訪問サ
ービス

株式会
社フロ
ンティ
ア

ウェルス
タイル広
島訪問介
護事業所

広島市南区仁保新
町二丁目１番２３
号仁保新町ビル１
階

平成２９年
９月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社エン
ジェル
ハート

にこやか
訪問介護
事業所

広島市南区東雲一
丁目２２番２－２�
０３号

平成２９年
９月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社風厘

訪問介護
サービス
ふうりん

広島市南区仁保新
町一丁目６番２４
号（三保ビル１Ｆ）

平成２９年
９月３０日

訪問介護サ
ービス

アサヒ
サンク
リーン
株式会
社

アサヒサ
ンクリー
ン在宅介
護センタ
ー安佐南

広島市安佐南区古
市一丁目３０番１�
０号裕紀マンショ
ン１０１号室

平成２９年
９月３０日

生活援助特
化型訪問サ
ービス

特定非
営利活
動法人
さわや
かけあ
広島

特定非営
利活動法
人さわや
かけあ広
島あいサ
ービス

広島市安佐南区伴
東一丁目２５番１
号

平成２９年
９月３０日

訪問介護サ
ービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５７号

平成２９年９月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅サ

ービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があった

ので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

株式会
社風厘

訪問介護
サービス
ふうりん

広島市南区仁保新
町一丁目６番２４
号（三保ビル１Ｆ）

平成２９年
９月３０日

介護予防訪
問介護

株式会
社エン
ジェル
ハート

にこやか
訪問介護
事業所

広島市南区東雲一
丁目２２番２－２�
０３号

平成２９年
９月３０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

株式会
社フロ
ンティ
ア

ウェルス
タイル広
島訪問介
護事業所

広島市南区仁保新
町二丁目１番２３
号仁保新町ビル１
階

平成２９年
９月３０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

社会福
祉法人
双樹会

陽光の家
訪問介護
事業所

広島市佐伯区三宅
六丁目１０５番地

平成２９年
９月３０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

アサヒ
サンク
リーン
株式会
社

アサヒサ
ンクリー
ン在宅介
護センタ
ー広島東

広島市東区東蟹屋
町５番５号朝日生
命広島東ビル１Ｆ

平成２９年
９月３０日

訪問入浴介
護及び介護
予防訪問入
浴介護

アサヒ
サンク
リーン
株式会
社

アサヒサ
ンクリー
ン在宅介
護センタ
ー広島西

広島市西区庚午中
四丁目２０番１９
号山﨑ビル１０２
号室

平成２９年
９月３０日

訪問入浴介
護及び介護
予防訪問入
浴介護

特定非
営利活
動法人
いい介
護研究
会

生活リハ
ビリデイ
おおまち

広島市安佐南区大
町東三丁目２９番
３号

平成２９年
９月３０日

介護予防通
所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５８号

平成２９年９月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
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３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

４　その他

住戸改善に伴い次の住戸を廃止する。

住宅名 棟番号 住戸番号

基町アパート １９
222，422，622，722，823，1520，17�
23，1820，1823，2021，2119，2120，�
2122，2123，2124号

基町アパート ２０ 238，241，339，841，1138，1438号

※　廃止年月日：平成２９年９月３０日

社会福
祉法人
フェニ
ックス

ヘルパー
ステーシ
ョンかん
べ村

広島市安佐北区可
部七丁目１３番１�
５－１－７号

平成２９年
９月３０日

訪問介護サ
ービス

社会福
祉法人
双樹会

陽光の家
訪問介護
事業所

広島市佐伯区三宅
六丁目１０５番地

平成２９年
９月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社ＹＯ
ＯＭ

訪問介護
事業よお
む

広島県安芸郡海田
町畝一丁目２１番
６－７号

平成２９年
９月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社不二
ビルサ
ービス

デイサー
ビスセン
ターふじ
安佐南

広島市安佐南区川
内一丁目５番２４
号

平成２９年
９月３０日

１日型デイ
サービス

株式会
社不二
ビルサ
ービス

デイサー
ビスセン
ターふじ
川内

広島市安佐南区川
内一丁目１５番２�
４号

平成２９年
９月３０日

１日型デイ
サービス

社会福
祉法人
フェニ
ックス

デイサー
ビスセン
ターかん
べ村

広島市安佐北区可
部七丁目１３番１�
５－１－７号

平成２９年
９月３０日

１日型デイ
サービス

医療法
人社団
恵正会

にのみや
シニア・
フィット
ネス

広島市安佐北区亀
山三丁目２４番１�
７号

平成２９年
９月３０日

１日型デイ
サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４６０号

平成２９年９月２９日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課及び安佐南区役所農林建設部

農林課において，下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

縦覧日及び縦覧時間

　日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日，１月２日，同月３日，８月６日及び

１２月２９日から同月３１日までを除き毎日午前８時３０分から

午後５時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４６１号

平成２９年９月２９日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり

２　変更期間

平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで



平成２９年１０月３１日� 第１０４９号　―１７―広　　島　　市　　報
（
別
　
紙
）

【
変
更
後
の
家
賃
額
】�

※
〈
　
〉
内
は
従
前
家
賃
額
，
（
　
）
内
は
従
前
家
賃
額
と
改
定
後
家
賃
額
の
差

住
宅
名
棟
番
号

住
戸
番
号

住
戸

（
家
賃
）

タ
イ
プ
名
種
別
構
造
建
設
年
度
専
　
用

床
面
積

　
　
㎡

経
過
年
数
係
数

（
改
善
に
よ
る

変
動
）

利
便
性
係
数

（
改
善
に
よ

る
変
動
）

近
傍
同
種
家
賃

（
家
賃
限
度
額
）

家
　
賃
　
月
　
額

単
位
：
円

政
令
月
収

0 ～
10
4,0
00

10
4,0
01

～
12
3,0
00

12
3,0
01

～
13
9,0
00

13
9,0
01

～
15
8,0
00

15
8,0
01

～
18
6,0
00

18
6,0
01

～
21
4,0
00

21
4,0
01

～
25
9,0
00

25
9,0
01

～

基
町
ア

パ
ー
ト

19

20
19
，
20
20
，
20
22
，
20
23
，

20
24
，
21
21
号

20
19

（
82
8）

改
良
高
層
昭
和
47
年

36
.7

0.6
54
2

0.9
68
9

34
,40
0

（
52
,50
0）

本
来
家
賃

13
,50
0

15
,60
0

17
,80
0

20
,10
0

23
,00
0

26
,50
0

31
,00
0

34
,40
0

72
1，
15
19
，
17
24
号

07
21

（
83
1）

66
.1

0.6
45
6

60
,50
0

（
85
,00
0）

本
来
家
賃

24
,00
0

27
,70
0

31
,70
0

35
,80
0

40
,90
0

47
,20
0

55
,20
0

60
,50
0

72
3，
15
21
号

07
23

（
83
2）

59
.3

0.6
46
8

54
,70
0

（
75
,00
0）

本
来
家
賃

21
,60
0

24
,90
0

28
,50
0

32
,10
0

36
,70
0

42
,40
0

49
,60
0

54
,70
0

17
22
号

17
22

（
62
1）

59
.3

0.6
46
8

54
,70
0

（
75
,00
0）

本
来
家
賃

21
,60
0

24
,90
0

28
,50
0

32
,10
0

36
,70
0

42
,40
0

49
,60
0

54
,70
0

18
22
号

18
22

（
82
9）

52
.6

0.6
48
5

47
,90
0

（
67
,60
0）

本
来
家
賃

19
,20
0

22
,20
0

25
,30
0

28
,60
0

32
,70
0

37
,70
0

44
,10
0

47
,90
0

22
3，
42
3，
82
2号

02
23

（
61
8）

52
.6

0.6
48
5

47
,90
0

（
67
,60
0）

本
来
家
賃

19
,20
0

22
,20
0

25
,30
0

28
,60
0

32
,70
0

37
,70
0

44
,10
0

47
,90
0

22
1，
18
24
号

02
21

（
83
0）

55
.1

0.6
48
0

50
,10
0

（
71
,30
0）

本
来
家
賃

20
,10
0

23
,20
0

26
,50
0

29
,90
0

34
,20
0

39
,50
0

46
,20
0

50
,10
0

42
1，
82
4号

04
21

（
61
9）

55
.1

0.6
48
0

50
,10
0

（
71
,30
0）

本
来
家
賃

20
,10
0

23
,20
0

26
,50
0

29
,90
0

34
,20
0

39
,50
0

46
,20
0

50
,10
0

62
3，
18
21
号

06
23

（
62
0）

71
.8

0.6
45
1

64
,10
0

（
95
,90
0）

本
来
家
賃

26
,10
0

30
,10
0

34
,40
0

38
,80
0

44
,40
0

51
,20
0

59
,90
0

64
,10
0

【
収
入
超
過
者
の
家
賃
】

　
本
来
家
賃
に
収
入
区
分
及
び
収
入
超
過
者
と
な
っ
て
か
ら
の
経
過
年
数
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
額
を
加
算
し
た
額
。
（
本
来
家
賃
＋
（
近
傍
同
種
家
賃
－
本
来
家
賃
）
×
割
増
率
）

【
割
増
率
】

収
　
入
　
区
　
分

１
年
目

２
年
目

３
年
目

４
年
目

５
年
目

15
8,0
01
円
～
18
6,0
00
円

1
／
5

2
／
5

3
／
5

4
／
5

1

18
6,0
01
円
～
21
4,0
00
円

1
／
4

2
／
4

3
／
4

1
―

21
4,0
01
円
～
25
9,0
00
円

1
／
2

1
―

―
―

25
9,0
01
円
～

1
―

―
―

―



―１８―　第１０４９号� 平成２９年１０月３１日広　　島　　市　　報
（
別
　
紙
）

【
変
更
後
の
家
賃
額
】�

※
〈
　
〉
内
は
従
前
家
賃
額
，
（
　
）
内
は
従
前
家
賃
額
と
改
定
後
家
賃
額
の
差

住
宅
名
棟
番
号

住
戸
番
号

住
戸

（
家
賃
）

タ
イ
プ
名
種
別
構
造
建
設
年
度
専
　
用

床
面
積

　
　
㎡

経
過
年
数
係
数

（
改
善
に
よ
る

変
動
）

利
便
性
係
数

（
改
善
に
よ

る
変
動
）

近
傍
同
種
家
賃

（
家
賃
限
度
額
）

家
　
賃
　
月
　
額

単
位
：
円

政
令
月
収

0 ～
10
4,0
00

10
4,0
01

～
12
3,0
00

12
3,0
01

～
13
9,0
00

13
9,0
01

～
15
8,0
00

15
8,0
01

～
18
6,0
00

18
6,0
01

～
21
4,0
00

21
4,0
01

～
25
9,0
00

25
9,0
01

～

基
町
ア

パ
ー
ト

19

32
2，
51
9，
52
1，
52
3，
52
4，

72
4，
91
9，
92
0，
92
3，
92
4，

13
19
，
13
20
，
13
22
，
15
22
，

15
23
，1
52
4，
17
20
，
17
21
，

19
19
，
19
21
，
19
23
，
19
24
号

03
22

（
82
7）

改
良
高
層
昭
和
47
年

41
.8

0.6
51
5

0.9
68
9

39
,60
0

（
49
,30
0）

本
来
家
賃

15
,30
0

17
,70
0

20
,20
0

22
,80
0

26
,10
0

30
,10
0

35
,20
0

39
,60
0

31
9，
32
0，
32
1，
32
3，
32
4，

52
0，
52
2，
71
9，
72
0，
92
1，

92
2，
11
19
，
11
20
，
11
21
，

11
22
，1
12
3，
11
24
，
13
21
，

13
23
，
13
24
，
17
19
，
19
20
，

19
22
号

03
19

（
61
6）

41
.8

0.6
51
5

39
,60
0

（
49
,30
0）

本
来
家
賃

15
,30
0

17
,70
0

20
,20
0

22
,80
0

26
,10
0

30
,10
0

35
,20
0

39
,60
0

42
0，
42
4，
62
1，
62
4，
81
9，

82
0，
82
1，
10
20
，
10
21
，

10
22
，
10
24
，
12
24
，
14
20
，

14
21
，
14
22
，
14
23
，
14
24
，

16
19
，
16
21
，
16
23
，
16
24
号

04
20

（
82
6）

35
.9

0.6
54
4

33
,90
0

（
43
,10
0）

本
来
家
賃

13
,20
0

15
,20
0

17
,40
0

19
,70
0

22
,50
0

26
,00
0

30
,40
0

33
,90
0

21
9，
22
0，
22
4，
41
9，
61
9，

62
0，
10
19
，
10
23
，
12
19
，

12
20
，
12
21
，
12
22
，
12
23
，

14
19
，
16
20
，
16
22
，
18
19
号

02
19

（
61
7）

35
.9

0.6
54
4

33
,90
0

（
43
,10
0）

本
来
家
賃

13
,20
0

15
,20
0

17
,40
0

19
,70
0

22
,50
0

26
,00
0

30
,40
0

33
,90
0

【
収
入
超
過
者
の
家
賃
】

　
本
来
家
賃
に
収
入
区
分
及
び
収
入
超
過
者
と
な
っ
て
か
ら
の
経
過
年
数
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
額
を
加
算
し
た
額
。
（
本
来
家
賃
＋
（
近
傍
同
種
家
賃
－
本
来
家
賃
）
×
割
増
率
）

【
割
増
率
】

収
　
入
　
区
　
分

１
年
目

２
年
目

３
年
目

４
年
目

５
年
目

15
8,0
01
円
～
18
6,0
00
円

1
／
5

2
／
5

3
／
5

4
／
5

1

18
6,0
01
円
～
21
4,0
00
円

1
／
4

2
／
4

3
／
4

1
―

21
4,0
01
円
～
25
9,0
00
円

1
／
2

1
―

―
―

25
9,0
01
円
～

1
―

―
―

―



平成２９年１０月３１日� 第１０４９号　―１９―広　　島　　市　　報
（
別
　
紙
）

【
変
更
後
の
家
賃
額
】�

※
〈
　
〉
内
は
従
前
家
賃
額
，
（
　
）
内
は
従
前
家
賃
額
と
改
定
後
家
賃
額
の
差

住
宅
名
棟
番
号

住
戸
番
号

住
戸

（
家
賃
）

タ
イ
プ
名
種
別
構
造
建
設
年
度
専
　
用

床
面
積

　
　
㎡

経
過
年
数
係
数

（
改
善
に
よ
る

変
動
）

利
便
性
係
数

（
改
善
に
よ

る
変
動
）

近
傍
同
種
家
賃

家
　
賃
　
月
　
額

単
位
：
円

政
令
月
収

0 ～
10
4,0
00

10
4,0
01

～
12
3,0
00

12
3,0
01

～
13
9,0
00

13
9,0
01

～
15
8,0
00

15
8,0
01

～
18
6,0
00

18
6,0
01

～
21
4,0
00

21
4,0
01

～
25
9,0
00

25
9,0
01

～

基
町
ア

パ
ー
ト

20

34
0，
11
37
号

03
40

（
43
8）

公
営
高
層
昭
和
46
年

66
.1

0.6
46
2

0.9
96
3

59
,80
0

本
来
家
賃

24
,70
0

28
,50
0

32
,60
0

36
,80
0

42
,10
0

48
,60
0

56
,80
0

59
,80
0

33
8，
11
39
号

03
38

（
43
7）

59
.3

0.6
47
4

54
,00
0

本
来
家
賃

22
,20
0

25
,60
0

29
,30
0

33
,10
0

37
,80
0

43
,60
0

51
,10
0

54
,00
0

23
9，
24
0号

02
39

（
43
9）

52
.6

0.6
48
7

48
,60
0

本
来
家
賃

19
,70
0

22
,80
0

26
,10
0

29
,40
0

33
,60
0

38
,80
0

45
,40
0

48
,60
0

23
7，
24
2号

02
37

（
44
0）

55
.1

0.6
48
2

50
,60
0

本
来
家
賃

20
,70
0

23
,90
0

27
,30
0

30
,80
0

35
,20
0

40
,60
0

47
,50
0

50
,60
0

14
39
号

14
39

（
44
2）

74
.7

0.6
44
9

67
,40
0

本
来
家
賃

27
,90
0

32
,20
0

36
,80
0

41
,50
0

47
,50
0

54
,80
0

64
,10
0

67
,40
0

84
0号

08
40

（
44
1）

71
.8

0.6
45
2

64
,90
0

本
来
家
賃

26
,80
0

31
,00
0

35
,40
0

39
,90
0

45
,60
0

52
,70
0

61
,70
0

64
,90
0

33
7，
34
1，
34
2，
53
7，
53
8，

53
9，
54
0，
54
1，
54
2，
73
7，

73
8，
73
9，
74
0，
74
1，
74
2，

93
7，
93
8，
93
9，
94
0，
94
1，

94
2，
11
40
，
11
41
，
11
42
，

13
37
，
13
38
，
13
39
，
13
40
，

13
41
，
13
42
，
15
41
，
15
42
号

03
37

（
43
4）

41
.8

0.6
52
2

39
,20
0

本
来
家
賃

15
,80
0

18
,20
0

20
,80
0

23
,50
0

26
,80
0

31
,00
0

36
,30
0

39
,20
0

14
37
，
14
40
号

14
37

（
43
6）

37
.3

0.6
54
0

35
,50
0

本
来
家
賃

14
,10
0

16
,30
0

18
,60
0

21
,00
0

24
,00
0

27
,70
0

32
,40
0

35
,50
0

43
7，
43
8，
43
9，
44
0，
44
1，

44
2，
63
7，
63
8，
63
9，
64
0，

64
1，
64
2，
83
7，
83
8，
83
9，

84
2，
10
37
，
10
38
，
10
39
，

10
40
，
10
41
，
10
42
，
12
37
，

12
38
，
12
39
，
12
40
，
12
41
，

12
42
，
14
41
，
14
42
号

04
37

（
43
5）

35
.9

0.6
54
8

34
,30
0

本
来
家
賃

13
,60
0

15
,70
0

17
,90
0

20
,20
0

23
,10
0

26
,70
0

31
,30
0

34
,30
0

【
住
戸
改
善
に
よ
る
家
賃
の
変
更
内
容
】

　
住
戸
改
善
に
よ
り
，
利
便
性
係
数
が
上
昇
し
，
家
賃
が
上
昇
し
て
い
る
。

　
各
住
戸
に
３
点
給
湯
の
設
備
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
，
利
便
性
係
数
が
０
．０
５
上
昇
し
，
家
賃
が
上
昇
し
て
い
る
。

【
収
入
超
過
者
の
家
賃
】

　
本
来
家
賃
に
収
入
区
分
及
び
収
入
超
過
者
と
な
っ
て
か
ら
の
経
過
年
数
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
額
を
加
算
し
た
額
。
（
本
来
家
賃
＋
（
近
傍
同
種
家
賃
－
本
来
家
賃
）
×
割
増
率
）

【
割
増
率
】

収
　
入
　
区
　
分

１
年
目

２
年
目

３
年
目

４
年
目

５
年
目

15
8,0
01
円
～
18
6,0
00
円

1
／
5

2
／
5

3
／
5

4
／
5

1
18
6,0
01
円
～
21
4,0
00
円

1
／
4

2
／
4

3
／
4

1
―

21
4,0
01
円
～
25
9,0
00
円

1
／
2

1
―

―
―

25
9,0
01
円
～

１
―

―
―

―
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17247 佐伯５区
１８２号線

佐伯区湯来町大字下字久賀市１１２２番
地２地先
佐伯区湯来町大字下字長縄８２７番地５
地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４６４号

平成２９年９月２９日

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭平成２７年

法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月２９日から同年１０月１３日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 東１区
５４５号線

メートル
6.00
～
11.00

メートル

53.00

市　道 安佐南１区
５１８号線

メートル
4.50
～
8.65

メートル

32.66

市　道 安佐南３区
８４２号線

メートル
6.00
～
18.50

メートル

406.25

市　道 安佐南３区
８４３号線

メートル
5.50
～
12.00

メートル

114.40

市　道 安佐南３区
８４４号線

メートル
4.00

メートル
21.20

市　道 安佐南３区
８４５号線

メートル
5.50
～
12.50

メートル

71.80

市　道 安佐南３区
８４６号線

メートル
5.50
～
12.50

メートル

71.80

市　道 安佐南３区
８４７号線

メートル
5.00
～
11.47

メートル

36.70

市　道 安佐南４区
８４１号線

メートル
4.00
～
12.20

メートル

258.70

市　道 安佐南４区
８４２号線

メートル
6.00
～
13.50

メートル

120.10

市　道 安佐北３区
８９号線

メートル
1.10
～
5.00

メートル

324.50

市　道 佐伯５区
１８２号線

メートル
4.00
～
11.10

メートル

496.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４６２号

平成２９年９月２９日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は，平成２９年９月２９日から同年１０月１３日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理
番号 路線名

起　　　点

終　　　点

17235 安佐北３区
８９号線

安佐北区可部三丁目２０１番地１地先

安佐北区可部東五丁目１３９番地２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４６３号

平成２９年９月２９日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は，平成２９年９月２９日から同年１０月１３日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理
番号 路線名

起　　　点
終　　　点

17236 東１区
５４５号線

東区福田一丁目７８５番地６地先
東区福田一丁目７８５番地１０地先

17237 安佐南１区
５１８号線

安佐南区川内六丁目２１３番地５地先
安佐南区川内六丁目２１３番地７地先

17238 安佐南３区
８４２号線

安佐南区祇園三丁目５４８番地１７地先
安佐南区祇園三丁目５４８番地７１地先

17239 安佐南３区
８４３号線

安佐南区祇園三丁目５４８番地１９地先
安佐南区祇園三丁目５４８番地３０地先

17240 安佐南３区
８４４号線

安佐南区祇園三丁目５４８番地２５地先
安佐南区祇園三丁目５４８番地２５地先

17241 安佐南３区
８４５号線

安佐南区祇園三丁目５４８番地５３地先
安佐南区祇園三丁目５４８番地４９地先

17242 安佐南３区
８４６号線

安佐南区祇園三丁目５４８番地４３地先
安佐南区祇園三丁目５４８番地３９地先

17243 安佐南３区
８４７号線

安佐南区山本四丁目４２６番地２地先
安佐南区山本四丁目４２５番地７地先

17244 安佐南４区
８４１号線

安佐南区伴東一丁目８６７６番地９地先
安佐南区伴東一丁目４９６１番地１１地
先

17245 安佐南４区
８４２号線

安佐南区伴東一丁目４９３６番地１２地
先
安佐南区伴東一丁目４９３６番地１０地
先

17246 安佐北３区
８９号線

安佐北区可部三丁目２０１番地１地先
安佐北区可部東五丁目１４０番地１地先
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広島市告示（中区）第２０９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４６５号

平成２９年９月２９日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月２９日から同年１０月１３日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東１区
５４５
号線

東区福田一丁目７８５番地６
地先 平成２９年９月

２９日東区福田一丁目７８５番地１�
０地先

市　道

安佐南
１区
５１８
号線

安佐南区川内六丁目２１３番
地５地先 平成２９年９月

２９日安佐南区川内六丁目２１３番
地７地先

市　道

安佐南
３区
８４２
号線

安佐南区祇園三丁目５４８番
地１７地先 平成２９年９月

２９日安佐南区祇園三丁目５４８番
地７１地先

市　道

安佐南
３区
８４３
号線

安佐南区祇園三丁目５４８番
地１９地先 平成２９年９月

２９日安佐南区祇園三丁目５４８番
地３０地先

市　道

安佐南
３区
８４４
号線

安佐南区祇園三丁目５４８番
地２５地先 平成２９年９月

２９日安佐南区祇園三丁目５４８番
地２５地先

市　道

安佐南
３区
８４５
号線

安佐南区祇園三丁目５４８番
地５３地先 平成２９年９月

２９日安佐南区祇園三丁目５４８番
地４９地先

市　道

安佐南
３区
８４６
号線

安佐南区祇園三丁目５４８番
地４３地先 平成２９年９月

２９日安佐南区祇園三丁目５４８番
地３９地先

市　道

安佐南
３区
８４７
号線

安佐南区山本四丁目４２６番
地２地先 平成２９年９月

２９日安佐南区山本四丁目４２５番
地７地先

市　道

安佐南
４区
８４１
号線

安佐南区伴東一丁目８６７６
番地９地先 平成２９年９月

２９日安佐南区伴東一丁目４９６１
番地１１地先

市　道

安佐南
４区
８４２
号線

安佐南区伴東一丁目４９３６
番地１２地先 平成２９年９月

２９日安佐南区伴東一丁目４９３６
番地１０地先

市　道

安佐北
３区
８９号
線

安佐北区可部三丁目２０１番
地１地先 平成２９年９月

２９日安佐北区可部三丁目２４６番
地２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ９ 日

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　相生自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，９月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　基町自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，９月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
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条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市稲荷町自転車等駐車場，広島市広島駅南口第三自転車等

駐車場及び広島市広島駅南口第二自転車等駐車場に，長期間駐車

されていた下記の自転車等については，９月４日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は，広島市南区役所建設部建築課において，一般

の縦覧に供します。

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市広島駅南口第二自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第

三自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては，９月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ２ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月２２日から同年１０月６日ま

で南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 南２区１�
０号線

安芸郡府中町青
崎中１２７３番
２地先から
安芸郡府中町青
崎中１２７３番
２地先まで

旧

メートル
4.40
～
4.40

メートル

21.25

新

メートル
6.00
～
6.00

メートル

21.25

市　道 南２区１�
１号線

南区東青崎町９
番１６地先から
安芸郡府中町青
崎中１２７７番
２地先まで

旧

メートル
4.80
～
8.20

メートル

163.50

新

メートル
8.20
～
14.49

メートル

163.50

広島市長　　松　井　一　實

記

１　申請者

国立大学法人　広島大学　学長　越智　光夫

２　一団地の名称

広島大学霞団地

３　一団地の区域

広島市南区霞一丁目２番１の一部

４　認定番号

第Ｈ２９認定通知広島市建３０００３号

５　認定年月日

平成２９年９月１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月１４日から同月２８日まで南

区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 南４区１�
７２号線

南区東霞町８５�
５番２２地先か
ら
南区東霞町８５�
５番１８地先ま
で

旧

メートル
3.27
～
3.30

メートル

20.10

新

メートル
4.00
～
4.00

メートル

20.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ４ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月１４日から同月２８日まで南

区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
南４区
１７２
号線

南区東霞町８５５番２２地先
から
南区東霞町８５５番１８地先
まで

平成２９年９月
１４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ９ 日
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保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月２９日から同年１０月１３日

まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 南１区３�
７号線

南区南蟹屋二丁
目７６９番８地
先から
南区南蟹屋二丁
目７７６番１７
地先まで

旧

メートル
4.50
～
5.70

メートル

42.00

新

メートル
6.50
～
7.40

メートル

42.00

市　道 南１区４�
８号線

南区南蟹屋二丁
目７６９番１０
地先から
南区南蟹屋二丁
目７６９番８地
先まで

旧

メートル
4.50
～
5.00

メートル

35.00

新

メートル
6.67
～
9.70

メートル

35.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月２９日から同年１０月１３日

市　道 南２区１�
７９号線

南区東青崎町９
番１８地先から
南区東青崎町９
番１８地先まで

旧

メートル
3.23
～
9.60

メートル

4.30

新

メートル
6.00
～
13.12

メートル

4.30

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ２ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月２２日から同年１０月６日ま

で南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
南２区
１０号
線

安芸郡府中町青崎中１２７３
番２地先から
安芸郡府中町青崎中１２７３
番２地先まで

平成２９年９月
２２日

市　道
南２区
１１号
線

南区東青崎町９番１６地先か
ら
安芸郡府中町青崎中１２７７
番２地先まで

平成２９年９月
２２日

市　道
南２区
１７９
号線

南区東青崎町９番１８地先か
ら
南区東青崎町９番１８地先ま
で

平成２９年９月
２２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

　その関係図面は，平成２９年９月１５日から同年９月２９日ま

で，広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ３－Ｄ－５３８
－６－１７号水路

広島市西区山田町乙３２７番地先か
ら
広島市西区山田町３２７番１地先ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
南１区
３７号
線

南区南蟹屋二丁目７６９番８
地先から
南区南蟹屋二丁目７７６番１�
７地先まで

平成２９年９月
２９日

市　道
南１区
４８号
線

南区南蟹屋二丁目７６９番１�
０地先から
南区南蟹屋二丁目７６９番８
地先まで

平成２９年９月
２９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　広島市広島駅南口第一自転車等駐車場に，長期間駐車されてい

た下記の自転車等については，９月２８日に広島市西部自転車等

保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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道路の
種類　 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南１
区３５５
号線

広島市安佐南区
八木四丁目５８�
２５番２４地先
から
広島市安佐南区
八木四丁目５８�
２５番２４地先
まで

旧
3.51
～
4.78

18.82

新
4.78
～
6.35

18.82

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月１日から同年９月１５日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区３�
５５号
線

広島市安佐南区八木四丁目５�
８２５番２４地先から
広島市安佐南区八木四丁目５�
８２５番２４地先まで

平成２９年９月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成２９年

８月３１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月５日から同年９月１９日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第７条第２項及び

第４項の規定により広告物等を除却し，保管したので，広島市屋

外広告物条例（昭和５４年広島市条例第６５号）第１７条の２の

規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

保管している看板について

１　広告物の種類及び数量

立て看板，２個

２　設置してあった場所

西区庚午中３丁目町内

３　除却日

平成２９年９月９日

４　保管開始日及び保管場所

平成２９年９月２０日より西区役所内にて保管

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月１日から同年９月１５日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實



平成２９年１０月３１日� 第１０４９号　―２９―広　　島　　市　　報

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月７日から同年９月２１日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
４区９�
９号線

広島市安佐南区沼田町大字阿
戸字下中村３１９１番１地先
から
広島市安佐南区沼田町大字阿
戸字下中村３２０５番１地先
まで 平成２９年９月

７日
安佐南
４区１�
０１号
線

広島市安佐南区沼田町大字阿
戸字下中村３０９４番１地先
から
広島市安佐南区沼田町大字阿
戸字下中村３０９４番１地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月１１日から平成２９年９月

２５日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

県　道 広島豊平
線

広島市安佐南区
沼田町大字伴字
善當寺３７８５
番地１地先から
広島市安佐南区
伴東四丁目３７�
９４番地１地先
まで

旧
8.30
～
11.80

101.00

新
11.70
～
15.00

101.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月１１日から同年９月２５日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用区間 供用開始の期日

市　道
安佐南１
区７０号
線

広島市安佐南区
八木四丁目１８�
５４番３地先か
ら
広島市安佐南区
八木四丁目１８�
５４番３地先ま
で

旧
2.45
～
3.40

24.56

新
2.45
～
6.24

24.56

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月５日から同年９月１９日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道
安佐南
１区７�
０号線

広島市安佐南区八木四丁目１�
８５４番３地先から
広島市安佐南区八木四丁目１�
８５４番３地先まで

平成２９年９月
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月７日から同年９月２１日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南４
区９９号
線

広島市安佐南区
沼田町大字阿戸
字下中村３１９�
１番１地先から
広島市安佐南区
沼田町大字阿戸
字下中村３２０�
５番１地先まで

旧
1.50
～
4.30

113.50

新
4.00
～
6.04

113.50

安佐南４
区１０１
号線

広島市安佐南区
沼田町大字阿戸
字下中村３０９�
４番１地先から
広島市安佐南区
沼田町大字阿戸
字下中村３０９�
４番１地先まで

旧
5.60
～
8.68

5.80

新
6.27
～
9.40

5.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日
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６日まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ３－Ｅ２－あ－
２－４－７号水路
の一部

安佐南区相田二丁目３５５番４地先
から
安佐南区相田二丁目３５５番２地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　平成２９年第２回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

招集日時　　平成２９年１０月６日（金）午後４時

招集場所　　佐東公民館　第一研修室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成２９年９月２９日から同年１０月１３日

まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐南３区１０９�
６号里道

安佐南区長束一丁目６５３番５地先
から安佐南区長束一丁目６５３番４
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６８号

平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ３ １ 日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）による事業計画のある次

の道路を，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第

１項第４号に規定する道路と指定しました。

　この関係書類は，安佐北区役所農林建設部建築課にて一般縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　　第４号

２　指定年月日　　平成２９年８月３１日

３　路　線　名　　安佐北２区２５０号線

４　指 定 区 間　　（起点）�安佐北区落合南五丁目９６１番１地

先

　　　　　　　　　（終点）�安佐北区落合南三丁目８２１番６地

先

県　道 広島豊
平線

広島市安佐南区沼田町大字伴
字善當寺３７８５番地１地先
から
広島市安佐南区伴東四丁目３�
７９４番地１地先まで

平成２９年９月
１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ２ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成２９年

９月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１５号

２　指定年月日　　平成２９年９月１５日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区川内四丁目の３７２番の一

部，３７６番２の一部，３７６番３の一部及

び３７７番３の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０～５．５５メートル

　　　　　　　　　延長　３０．８２メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ２ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成２９年

９月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成２９年９月２２日から平成２９年１０月
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平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成２９年９月７日から同月２１日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ３－Ｆ２－Ｈ馬
場－４１－６４号
水路

安佐北区深川五丁目２０５７番１地
先から
安佐北区深川五丁目２０５７番１地
先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第５号

２．指定年月日　　平成２９年９月８日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区可部南四丁目の２３０８番２

の一部，２３０９番３の一部，２３１０番２

の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　５５．４１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ３ 日

　平成２９年第２回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　招集日時　　平成２９年９月２８日（木）　午後３時

２　招集場所　　�広島市安佐北区安佐町大字小河内４５７９番地

３

　　　　　　　　安佐小河内集会所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ３ 日

　平成２９年第２回高南財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

記

５　幅　　　員　　４．２ｍ～８．５ｍ

６　延　　　長　　７１．９ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ４ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成２９年９月４日から同月１９日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐北２区７１５
号里道の一部

安佐北区上深川町９４７番１７地先
から
安佐北区上深川町９４７番１７地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ４ 日

　次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

　その関係図面は，平成２９年９月４日から同月１９日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 水路名 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ３－Ｆ２－Ｎ久
保田－８－２６号
水路の一部

安佐北区上深川町９４７番１７地先
から
安佐北区上深川町９４７番１７地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第４号

２．指定年月日　　平成２９年９月５日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区口田南一丁目の５３２番１の

一部，５２３番５の一部，５２９番１の一部

及び５３１番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　５．０２メートル

　　　　　　　　　延長　３４．９０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７２号
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４．幅員及び延長　幅員　４．２７メートル

　　　　　　　　　延長　２５．３３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ７ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，地域的な共同活動のための不動産又は不動産に

関する権利等を保有する地縁による団体として，下記のとおり認

可しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　名　称

小峠自治会

２　規約に定める目的

この会は，地域住民の親睦を図り，自主的な共同活動によっ

て住民相互の連絡，環境の整備，集会施設の維持管理を行

い，住みよい地域づくりを推進することを目的とする。

３　区　域

広島市安佐北区安佐町小河内１０５１番地４から１５３４番

地１までの区域。

４　事務所

広島市安佐北区安佐町小河内１４５２番地

５　代表者の氏名及び住所

大場　清司

広島市安佐北区安佐町小河内１４５２番地

６　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行

者の選任の有無

無

７　代理人の有無

無

８　解散事由

無

９　認可年月日

平成２９年９月２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　可部駅東口駐輪場，可部駅西口駐輪場，玖村駅駐輪場及び安芸

矢口駅駐輪場に長期間駐車されていた別紙自転車等については，

平成２９年９月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８１号

１　招集日時　　平成２９年９月２０日（水）　午前１０時

２　招集場所　　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地４

　　　　　　　　白木出張所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月１４日から同年９月２８日ま

で安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市　道
安佐北２
区７７４
号線

安佐北区狩留家
町字原開地３５�
３８番地３地先
から
安佐北区狩留家
町字下中須賀３�
１４４番地４地
先まで

旧
2.30
～
3.10

89.45

新
10.00
～
18.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年９月１５日から同年９月２９日ま

で安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区９�
６２号
線

安佐北区可部一丁目９８１番
地１地先から
安佐北区可部一丁目１０１３
番地１地先まで

平成２９年９月
１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第６号

２．指定年月日　　平成２９年９月２１日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区亀山二丁目の６０３番４の一

部，６０４番３の一部及び６０８番１の一部
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ２ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，９月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたの

で，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　次のとおり，住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更する区域

安芸区船越一丁目の街区の一部

２　変更内容

別図のとおり

３　変更年月日

平成２９年９月３０日

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，９月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので，

告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　　第２号

２　指定年月日　　平成２９年９月１２日

３　道路の位置　　�広島市安芸区矢野東六丁目２２６８番３の一

部

４　幅　　　員　　４．２７～６．３５メートル

５　延　　　長　　４５．５４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より告示します。
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平成２９年１０月３１日� 第１０４９号　―３５―広　　島　　市　　報

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２９年９月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ９ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２９年９月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　　第３号

２　指定年月日　　平成２９年９月２９日

３　道路の位置　　�広島市安芸区矢野西五丁目１２８９番４の一

部，１２８９番１２，１２８９番１３，１２９�

０番３の一部，１２９２番１の一部及び１２�

９２番２の一部

４　幅　　　員　　４．１５～４．５４メートル

５　延　　　長　　５２．７９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１９号
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政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，３９２人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３７，１２２人

　　　　　　　　　東　　区　　３３，１１８人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，１８８人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，９５４人

　　　　　　　　　安佐南区　　６３，９１８人

　　　　　　　　　安佐北区　　４１，２６０人

　　　　　　　　　安 芸 区　　２１，８７５人

　　　　　　　　　佐 伯 区　　３７，９４４人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，１８９人

区 選 管 告 示
広島市中区選挙管理委員会告示第４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　広島県知事の任期が平成２９年１１月２８日に満了することに

伴い，公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１７条た

だし書の規定による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を，

次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長　　中　村　信　介

１　登録の移替えをしない期間

平成２９年１０月１日から平成２９年１１月１２日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，平成

２９年１１月１３日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　広島県知事の任期の満了に伴い，公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を，次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長　　前　川　秀　雅

１　登録の移替えをしない期間

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

区 告 示
広島市安佐南区告示第６号

平成２９年９月１２日

　自動車の臨時運行許可に関する取扱規則（昭和２７年広島市規

則第５１号）第２条第５項の規定に基づき，次の番号の自動車臨

時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長　　品　川　弘　司

自動車臨時運行許可番号標番号

　　広島　２３－２４

選管告示
広島市選挙管理委員会告示第４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　平成２９年９月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定に

よる委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次のとおりで

す。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，５８３人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行
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広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１０号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

ける選挙会の場所及び日時を，公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第７７条第１項及び第８０条第１項の規定により，次

のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

１　場　所　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　平成２９年９月１２日　午後９時００分

　　　　　　�ただし，公職選挙法第１００条第４項の規定により

投票を行わないときは，平成２９年９月１２日午前

１０時００分に開会します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

ける開票の事務は，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

７９条第１項の規定により，選挙会場において選挙会の事務に併

せて行います。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１２号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

ける期日前投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第４８条の２第６項の規定により読み替えて準用される同法第

３９条の規定により，次の場所に設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

期日前投票所開設場所 所在地
広島市安佐南区役所
佐東出張所

広島市安佐南区緑井六丁目２９番２８
号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１３号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

ける投票所を，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９

条の規定により，次の場所に設けます。

平成２９年１０月１日から平成２９年１１月１２日まで

２　前記１の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，平成

２９年１１月１３日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　広島県知事の任期の満了に伴い，公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を，次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長　　大　原　貞　夫

１　登録の移替えをしない期間

平成２９年１０月１日から平成２９年１１月１２日まで

２　前記１の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，平成

２９年１１月１３日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　広島県知事の任期の満了に伴い，公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を，次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長　　舩　木　孝　和

１　登録の移替えをしない期間

平成２９年１０月１日から平成２９年１１月１２日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，平成

２９年１１月１３日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第１項の規

定により，緑井財産区議会議員の任期満了による一般選挙を次の

とおり行います。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

１　選挙の期日　　　　　平成２９年９月１２日

２　選挙すべき議員の数　１４人

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第９号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

ける選挙長及びその職務を代理すべき者を，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第７５条第３項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第８０条第１項の規定により，次の

とおり選任しました。
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⑴　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　安佐南区役所　４階　講堂

⑵　日　時　　平成２９年９月１０日　午後５時４０分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

いて，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９４条の規

定により，候補者１人につき選挙運動に関して支出できる金額

は，次のとおりです。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

金　額　　１，９２６，３００円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１８号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ３ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

いて，当選した者の住所及び氏名は，別紙のとおりです。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　広島県知事の任期の満了に伴い，公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定による選挙人名簿の登

録の移替えをしない期間を，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長　　荒　井　秀　則

１　登録の移替えをしない期間

平成２９年１０月１日から平成２９年１１月１２日まで

２　前記１の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，平成

２９年１１月１３日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２６条第１項

の規定により設けた平成１７年広島市佐伯区選挙管理委員会告示

第５４号による指定投票区及び指定関係投票区の指定の告示中，

表の一部を，次のとおり変更する。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長　　久　笠　信　雄

変　更　前 変　更　後

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

投票区名 投票所施設名 所在地

緑井第一 佐東公民館 広島市安佐南区緑井六丁目２９番
２５号

緑井第二 緑井学区集会所 広島市安佐南区緑井一丁目５番１
－２０４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１４号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

ける期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第５項の

規定により適用される同法第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第４９条の７の規定により適用され

る同令第２４条第１項の規定により，次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１５号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

ける投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を，公職選

挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙

法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定によ

り，次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１６号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ７ 日

　平成２９年９月１２日執行の緑井財産区議会議員一般選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

１　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　　平成２９年９月７日　午後５時２０分

　ただし，公職選挙法選挙第８６条の４第５項の規定による届出

があった場合は，次のとおり改めて行います。
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区選管委員長告示
広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第１号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ６ 日

　平成２９年９月１２日執行予定の緑井財産区議会議員一般選挙

における不在者投票の投票記載場所を，次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

不在者投票の投票記載場所
広島市安佐南区緑井六丁目２９番２８号
広島市安佐南区役所　佐東出張所　　　

教育委員会告示
広島市教育委員会告示第１７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ７ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　平成２９年１０月３日（火）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　広島市教員等育成に関する協議会について（報告）

⑵　平成３０年度広島市立幼稚園の募集定員について（報告）

⑶　広島市立学校教職員人事異動方針について（議案）

【非公開予定議題】

⑷　広島市いじめ防止対策推進審議会専門委員の任命について

（議案）

監査公表
広島市監査公表第１７号

平成２９年７月２６日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので，当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

指定投票区 指定関係投票区 指定投票区 指定関係投票区

第一投票区 第二投票区，第三
投票区，第四投票
区，第五投票区，
第六投票区，第七
投票区，第八投票
区，第九投票区，
第十投票区，第十�
一投票区，第十二
投票区，第十三投
票区，第十四投票
区，第十五投票区
第十六投票区，第
十七投票区，第十�
八投票区，第十九
投票区，第二十投
票区，第二十一投
票区，第二十二投
票区，第二十三投
票区，第二十四投
票区，第二十五投
票区，第二十六投
票区，第二十七投
票区，第二十八投
票区，第二十九投
票区及び第三十投
票区，葛原投票区
白砂投票区，河内
原投票区，川角投
票区，伏谷投票区
杉並台投票区，上
多田投票区，中多
田投票区，打尾谷
投票区，菅沢投票
区，和田投票区，
麦谷投票区及び下
投票区

第一投票区 第二投票区，第三
投票区，第四投票
区，第五投票区，
第六投票区，第七
投票区，第八投票
区，第九投票区，
第十投票区，第十�
一投票区，第十二
投票区，第十三投
票区，第十四投票
区，第十五投票区
第十六投票区，第
十七投票区，第十�
八投票区，第十九
投票区，第二十投
票区，第二十一投
票区，第二十二投
票区，第二十三投
票区，第二十四投
票区，第二十五投
票区，第二十六投
票区，第二十七投
票区，第二十八投
票区，第二十九投
票区，第三十投票
区，第三十一投票
区，葛原投票区，
白砂投票区，河内
原投票区，川角投
票区，伏谷投票区
杉並台投票区，上
多田投票区，中多
田投票区，打尾谷
投票区，菅沢投票
区，和田投票区，
麦谷投票区及び下
投票区

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第７号

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日

　広島県知事の任期の満了に伴い，公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を，次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長　　久　笠　信　雄

１　登録の移替えをしない期間

平成２９年１０月１日から平成２９年１１月１２日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは，平成

２９年１１月１３日から行う。

，

，

，

，

，

（別　紙）

平成２７年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（ 健 康 福 祉 局 ）

１　監査意見公表年月日
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　　　　　　　　　　　　　　　　市民相談センター

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて平成２７年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年４月２４日から同年８月９日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

また，消耗品費の支出に係る事務について，抽出により地方

自治法第１９９条第８項の規定に基づく関係人調査を実施し

た。

５　監査の結果

次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。

（公営企業に対する公有財産の使用承認について）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１８号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

企画総務局　　　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　公 文 書 館

　　　　　　　　　　　　　　　　法　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　分権・行政改革推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　秘　書　課

　　　　　　　　東京事務所

　　　　　　　　　　　　　　　　広　報　課

平成２８年２月３日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

村田　賢治

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

平成２９年７月４日（広健地第１３９号）

４　監査のテーマ

高齢者施策に関する事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

講座の重複について（所管課：健康福祉局地域福祉課）
監　査　の　意　見　の　要　旨 対　応　の　内　容

　老人大学の修了者は，地域社会のリーダー的役割としての活躍
が期待されていることに対して，老人大学院の修了者は，地域社
会の福祉リーダー的役割という専門性を活かした活躍が期待され
ている。
　しかしながら，平成２６年度の老人大学・老人大学院の双方の
講座は，過半が同じ講座名となっており，老人大学院が老人大学
と比べて専門性を高めるための講座を開設していると言えるか疑
問がある。
　老人大学院を運営している市町村は全国的にも珍しく，その存
在意義は，強く問われるものと考えられる。しかしながら，近
年，老人大学院の講座は，老人大学と大半が同じ講座名となって
おり，広島市民がホームページなどで講座名を見ても講座内容の
相違が確認できないため，老人大学とは別に老人大学院を設置す
る意義が問われかねない状況と考えられる。
　このような意味から，老人大学院の講座名は，老人大学とは異
なる講座内容であり，より専門性の高いものであることが明確に
分かるように検討すべきである。
　老人大学院には，結成後，平成２７年で３６年目となるＯＢ会
（略称，老大ＯＢ会）があり，現在も，会員の健康と教養及び趣
味を通じて相互の親睦を図り，老後の健康増進と，明るく，楽し
い生き甲斐づくりを目的として，月１回の講座の開設や趣味のサ
ークル活動を自主的に運営している。当該老大ＯＢ会の今後の発
展のためにも，意義のある講座の設定が望まれる。

　老人大学・老人大学院（平成２９年度からシニア大学・シニア
大学院に名称変更）を運営している社会福祉法人広島市社会福祉
協議会（以下「市社協」という。）では，従前より，老人大学院
においては，老人大学と比べ専門性の高い内容の講座を開設して
いたところではあるが，平成２７年度より，受講生及び修了生か
ら意見を聴取し，より魅力的な老人大学・老人大学院とするため
の検討を行っていたことから，講座名についても，これに併せて
検討した。
　その結果，平成２９年度から，シニア大学・シニア大学院の各
１９講座全てについて，講座名を重複のないものとした（市社協
のホームページ上で公表）。また，シニア大学院の講座内容につ
いては，受講生等の意見を参考にして，地域福祉活動やボランテ
ィア活動に関するものをより多く設定し，シニア大学との差別化
を図った。
　平成３０年度以降も，講座内容の一層の充実を図ることができ
るよう，引き続き市社協に助言等を行うこととしたい。
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平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

健康福祉局　　　　　　　　　　　保険年金課

　　　　　　　　看護専門学校　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　教　務　課

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　保険年金課

　　　　　　　　厚　生　部　　　生　活　課

　　　　　　　　　　　　　　　　健康長寿課

　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉課

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて平成２７年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年４月１０日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２１号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

こども未来局　　　　　　　　　　保育企画課

公営企業に対し一般会計が所管する公有財産を使用させる場

合は，使用承認の手続をとった上で原則として有償で整理する

ものとされている。

しかしながら，下水道事業による本庁舎等駐車場の使用につ

いて，使用承認の手続がとられておらず有償としていなかっ

た。

ついては，関係部局とも協議の上，適正な事務処理を行われ

たい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１９号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

市　民　局　　　文化スポーツ部　文化振興課

　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ振興課

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

公益財団法人広島市スポーツ協会

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年４月１４日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財

政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事

務が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検

査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２０号
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（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年４月１０日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財

政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事

務が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検

査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２３号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

都市整備局　　　　　　　　　　　都市整備調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　技術管理課

　　　　　　　　西風新都整備部

　　　　　　　　指　導　部　　　建築指導課

　　　　　　　　　　　　　　　　宅地開発指導課

　　　　　　　　営　繕　部　　　営　繕　課

　　　　　　　　　　　　　　　　設　備　課

区　役　所　　（中，東，南，西）

　　　　　　　　建　設　部　　　建　築　課

　　　　　　　（安佐南）

　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　（安佐南，安佐北，安芸，佐伯）

　　　　　　　　農林建設部　　　建　築　課

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年４月１０日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

　　　　　　　　　　　　　　　　保育指導課

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　厚　生　部　　　生　活　課

　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉課

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年４月１４日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２２号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

経済観光局　　　農林水産部　　　農　政　課

　　　　　　　　　　　　　　　　農林整備課

　　　　　　　　　　　　　　　　水　産　課

区　役　所　　（中，東，南，西，佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　（中，東，南，西）

　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　（安佐南，安佐北，安芸，佐伯）

　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

公益財団法人広島市農林水産振興センター

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等



平成２９年１０月３１日� 第１０４９号　―４３―広　　島　　市　　報

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

　なお，佐伯克彦監査委員は，監査委員に関する庶務の監査につ

いて，地方自治法第１９９条の２の規定により除斥とした。

記

１　監査の対象

監査事務局　　　　　　　　　　　監査第一課

　　　　　　　　　　　　　　　　監査第二課

　　　　　　　　　　　　　　　　工事監査課

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

３　監査の期間

平成２９年４月１７日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２６号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

農業委員会事務局

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年４月１０日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２４号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

水　道　局　　　　　　　　　　　企画総務課

　　　　　　　　　　　　　　　　財　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　人　事　課

　　　　　　　　技　術　部　　　調　整　課

　　　　　　　　　　　　　　　　計　画　課

　　　　　　　　　　　　　　　　技術管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　設　備　課

　　　　　　　　　　　　　　　　水質管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　　　　　　　　　　　　　　浄　水　場

　　　　　　　　　　　　　　　　�（牛田，緑井，高陽，府

中）

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年４月１８日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２５号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　井　上　周　子
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規定により，別紙のとおり公表する。

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

（別紙）

広 監 第 ５ ８ 号

平成２９年９月７日

請求人

（略）

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　平成２９年７月１４日付けで受け付けた広島市職員に関する措

置請求（以下「本件措置請求」という。）について，地方自治法

第２４２条第４項の規定により監査を行ったので，その結果を同

項の規定により次のとおり通知する。

第１　請求の要旨等

平成２９年７月１４日付けで提出のあった広島市職員措置請

求書に記載された内容は，以下のとおりである。

広島市経済観光局中央市場長による市場施設使用料に関する

措置請求の要旨

１　請求の要旨

平成２９年４月１７日付けで，広島市中央市場連合会

（以下「連合会」という。）会長から「市場施設使用許可

申請書」及び「施設使用料免除申請書」が広島市長あてに

提出された。

申請の内容は次のとおりである。

・使用目的　連合会が事務所として使用

・面積　　　９６㎡

・使用期間　�平成２９年５月１日から平成３０年３月３�

１日まで

・場所　　　中央市場　管理棟３階

・使用料免除申請の理由

当団体は，市場業務の円滑な運営に寄与する公共

性を持つ団体であること。

今年度から，入場証の資格確認・発行や駐車場の

巡回監視など場内自治への取組を実施するなど，市

の事務事業にも密接な関連を有していること。

連合会の収入の大部分は，厳しい経営環境にある

場内関係事業者の会費であり，これ以上の会費の負

担は困難な状況にあること。

この申請に対し，中央市場長は，平成２９年４月２８日

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２７号

平成２９年９月１２日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

都市整備局　　　　営　繕　部　　　営　繕　課

安佐北区役所及び安芸区役所

　　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

水　道　局　　　　技　術　部　　　設　備　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　�浄　水　場（牛田，緑

井，高陽，府中）

広島高速道路公社　建　設　部　　　建　設　課

２　監査の範囲

平成２８年度に属する契約金額が１００万円以上の工事，工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務

３　監査の期間

平成２９年４月１９日から同年８月２日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，工事の設計，積算，契約，施工等並びに

委託業務の内容及び積算等が，関係法令等に基づき適正に行わ

れているかどうか，また，経済的，効率的及び有効的に行われ

ているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書類の審

査及び実地検査を行うとともに，関係職員から説明を聴取し

た。

特に工事の施工状況を的確に確認しているかどうかについ

て，より詳細に実地監査を行った。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２８号

平成２９年９月７日

　平成２９年７月１４日付けで受け付けた広島市職員に関する措

置請求について，その監査結果を地方自治法第２４２条第４項の
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⑻　こうした理由から，本市が厳しい財政状況の中で，中

央市場を健全に運営していくには，条例に基づく適正な

使用料を徴収すべきであり，本来，広島市が得られるで

あろう相当な収入を失っていること。

２　監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査

によることを求める理由

中央市場にかかわるＯＢ職員が連合会専務理事をしてい

ることから，公正な外部監査を求める。

地方自治法第２４２条１項の規定により，別紙事実証明書を

添え，必要な措置を請求します。併せて，同法第２５２条の４�

３の規定により，当該請求に係る監査について，監査委員の監

査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めま

す。

（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が，添付を省略する。）

１　「市場施設使用許可申請書」の写し

２　「施設使用料免除申請書」の写し

３　「市場施設使用許可書（広島市指令場中第８号）」の写

し

４　決裁文書「市場施設使用許可について（広島市中央市場

連合会）」の写し

５　広島市中央市場連合会「平成２９年度収支予算書

（案）」の写し

６　広島市中央市場連合会「会則」の写し

７　広島市中央市場連合会「細則」の写し

８　広島市中央市場連合会「慶弔金，見舞金等に関する規

程」の写し

９　広島市中央市場連合会「役員名簿」の写し

１０　広島市中央市場連合会「会員名簿」の写し

第２　請求の受理

本件措置請求は，地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め，平成２９年８月２日に，同年７月１４

日付けでこれを受理することを決定した。

第３　個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると

認められない理由（広島市長に地方自治法第２５２条の４３第

２項前段の規定による通知を行わなかった理由）

請求人は，本件措置請求による監査について，地方自治法第

２５２条の４３の規定により，監査委員の監査に代えて個別外

部監査契約に基づく監査によることを求めているが，監査委員

は，市長から独立して監査を行う機関であり，常に公正不偏の

態度を保持して監査をしなければならないとされていることか

ら，本件措置請求に係る使用料の免除の対象である広島市中央

市場連合会の役員が広島市職員ＯＢであるからといって，公正

な監査ができないとはいえないため，請求人の個別外部監査の

請求は相当とは認められない。

第４　監査の実施

付けで，市場施設使用許可及び使用料免除を決定し，同日

付けで「市場施設許可書」を交付している。

使用料については，連合会は公共性を持つ団体であり，

かつ本市の事務事業と密接な関連があり，本市としてもそ

の事業に積極的に協力すべき立場にあること，連合会収入

のほとんどは会員からの会費等で賄われており収益事業は

行っていないことから，広島市中央卸売市場業務条例（以

下「条例」という。）第７１条第６項第３号の規定（その

他市長において特別の理由があると認めたとき。）に基づ

き免除することを決定している。

請求者が求める措置は，次の理由により使用料免除を取

り消し，条例に基づく，正当な使用料を連合会から徴収す

ることを求める。

⑴　市場開設以来，昨年度まで，連合会事務所として青果

棟２階（２０㎡）を使用許可し，使用料として年間４�

４万円を徴収してきており，今の時点で公共性があると

は言えないこと。さらに，この面積が今回の使用許可で

約５倍になるのに，使用料が免除というのは矛盾してい

ること。

⑵　連合会が現在行っている入場証の資格確認・発行や駐

車場の巡回監視などは，市場内の駐車場の適正な管理の

一端を担ってもらっているとしているが，あくまで連合

会の自主事業であり，本市の事務事業に密接な関連があ

るとは言えないこと。

⑶　市は，平成２９年６月２９日開催の経済観光環境委員

会において，経済観光局長は，「市は連合会の自主事業

（入場証の資格確認・発行等）には関わらないし，内容

も一切把握していない。」と答弁しており，連合会事業

が市と密接な関連があるとは言えないこと。

⑷　連合会は市場運営の合理化等の事業を行う公共性を持

つ団体であるとしているが，市場内の青果や魚商，花き

などの組合で構成されている団体であり，あくまでも営

利目的の事業者による団体であることから，公共性を持

つ団体とは言い難いこと。

⑸　連合会の事業が本市に関連することや本市が協力すべ

き立場にあることは理解できるが，あくまで事業に対す

ることであり，使用許可する事務所施設とは直接関連が

ないこと。

⑹　使用許可した管理棟の３階の９６㎡には，使用実態と

して，単に連合会専務理事（前市場長ＯＢ）の執務室と

なっていること。

⑺　連合会収入のほとんどは会員からの会費等で賄われて

おり収益事業は行っていないこととあるが，連合会は，

平成２９年４月より新たに，市場への入場証の発行業務

により，関連業者から市場内の出入りに伴う車両１台に

つき，５００円から３，０００円を徴収しており，その

徴収金総額６００万円余りが連合会の収入となっている

ことから，連合会は事務所の使用料を支払うことが十分

可能であること。
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を行うよう主張している。

以下，これらの点に関して述べる。

ア　「連合会が今の時点で公共性があるとは言えない」と

のことについて

ア　連合会の公共性・公益性について

連合会は，昭和６２年に「市場内の緊密な連携と協

調により市場の健全かつ円滑なる運営と秩序の保持を

図り，もって市場全般の発展を促進すると共に会員の

親睦と福利厚生の向上に資すること」（広島市中央市

場連合会会則（以下「会則」という。）第３条）を目

的として設立された団体である。

会員が，市場内で開設者の許可を受け市場施設を使

用している事業者，その他市場に関係のある事業者

（会則第５条）で，現在，青果，水産，花き各部の卸

売業者，仲卸業者，売買参加者や，関連事業者にまた

がった，場内関係事業者のほぼすべての者で構成され

ている。

また，その事業は，①市場運営の合理化，活性化並

びに施設の充実及び改善に関する調査研究，②市場内

の保健並びに環境衛生に関すること，③教育及び情報

の提供に関すること等である（会則第４条）。これま

で，会則第４条に基づき別添のとおり，様々な公益的

な事業を行っているとともに，市職員（市場長等）が

連合会の正副会長会議や役員会等に出席し，常に市場

運営等について市との意見交換を行っている。平成２�

９年度からは入場証交付等業務を市から受託するとと

もに，自主事業として場内駐車車両の管理を行ってい

る。さらには本市が平成２８年度に決定した「中央市

場の現地での全棟建替え」の方針に呼応して，新市場

建設に向け場内関係事業者の意見集約を行い，市との

調整などに本腰を入れて取り組むこととされている。

以上のことから，連合会は公共性・公益性のある団

体である。

イ　事務所の移転について

事務所の移転については，前述のとおり，新市場建

設への対応や場内駐車車両の管理に取り組むに当た

り，連合会がこれまで以上に市と緊密な連携をしてい

くためには，①市との調整や自主事業を円滑に行って

いくために事務局の体制強化や会議場所の確保等が必

要であり，十分な広さが求められたこと，②より市管

理事務所に近い場所がのぞましいことから，現在の場

所に移転したいと考え，本市に対して使用許可申請を

されたものである。

ウ　使用料の免除について

使用料の免除については，連合会において，平成２�

８年度までは免除申請を行っていなかったものである

が，前述のとおり，事務所の拡充移転が必要となる中

で，改めて市からの支援が得られないかと検討され，

連合会の設置目的が公共性・公益性にかなうことか

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，平成２９年

８月１７日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設け

たところ，請求人は新たな証拠として次の書類を提出すると

ともに，陳述を行った。

（新たな証拠として次の書類が提出されているが，添付を

省略する。）

・各局において，目的外使用許可し，使用料を減免して

いる事例

請求人は，以下の点について，陳述した。

ア　職員措置請求書に沿った内容の説明

イ　新たな証拠として提出した書類等に基づく補足説明

ア　広島市における行政財産目的外使用料の免除事例及

び食肉市場における売買参加者組合等の事務所使用に

係る使用料の徴収事例と本件との比較

イ　本件免除決定の不透明性，不当性及び利益誘導の懸

念

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

広島市長に対し，意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ，平成２９年８月１６日付け広場中第８５号により意見

書が提出された。なお，陳述は行わなかった。

意見書の内容は，以下のとおりである。

⑴　広島市の意見

請求人の主張には理由がないため，本件措置請求は棄却

されるべきである。

⑵　理由

本件措置請求人（以下「請求人」という。）は，平成２�

９年４月２８日付けで本市が広島市中央市場連合会（以下

「連合会」という。）に対し行った中央市場管理棟３階の

一部（９６㎡）についての市場施設使用許可とその使用料

の免除について，ア　市は，連合会から昨年度まで事務室

使用料を徴収してきており，連合会が今の時点で公共性が

あるとは言えない，イ　連合会が行う入場証の資格確認・

発行や駐車場の巡回監視等は，連合会の自主事業であり，

本市の事務事業に密接な関連があるとは言えない，ウ　平

成２９年６月２９日に開催された経済観光環境委員会にお

いて，経済観光局長の「市は連合会の自主事業には関わら

ず内容も一切把握していない」との答弁に基づけば，連合

会の事業が市と密接な関連があるとは言えない，エ　連合

会は，市場内の青果，水産，花き等の組合で構成されてお

り，営利目的の事業者による団体であることから，公共性

を持つ団体とは言い難い，オ　連合会の事業が市に関連す

ることは理解できるが，使用許可する事務所施設とは直接

関連がない，カ　使用を許可した施設は実態として連合会

専務理事の執務室になっている，キ　連合会は，平成２９

年４月から開始した入場証の発行業務による収入により，

使用料の支払いが可能である，ク　使用料を免除すること

で，本市が得られるであろう相当な収入を失っているとし

て，使用料免除の取り消し及び条例に基づく使用料の徴収
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あるが，使用許可する事務所施設とは直接関連がない」

とのことについて

アで記述したように，連合会は公共性・公益性のある

団体である。連合会がその目的を達成するための事業を

行うためには，事務所は必要不可欠である。

カ　「使用を許可した施設の使用実態が，単に連合会専務

理事の執務室になっている」とのことについて

使用を許可した施設は，連合会の事務所として，専務

理事の執務室，職員の事務室及び会議室に供されている

ものである。

キ　「入場証の発行業務による収入が６００万円余りある

ことから連合会は事務所の使用料を支払うことが十分可

能である」とのことについて

本市において使用料の免除を審査するに当たっては，

前述のとおり，連合会は公共性・公益性にそぐうもので

あると判断し，広島市中央市場業務条例第７１条第６項

第３号の規定に基づき使用料の免除を決定したものであ

る。

なお，連合会が駐車車両に関して徴収している収入

は，連合会の駐車場のルールの徹底・巡回監視等の自主

事業や事務局体制の強化に充てられると聞いている。

ク　結論

これまで述べてきたとおり，本市は連合会の申請を受

け，広島市中央市場業務条例に基づき，適正に施設の使

用を許可し，その使用料を免除しているものである。

よって，請求人の主張には理由がないため，本件措置

請求は棄却されるべきである。

⑶　別添・広島市中央市場連合会の平成２８年度の主な取組

事業

ア　市場内の保健並びに環境衛生に関すること

次の事業を実施し，従業員の保健や場内の環境衛生の

保持に努め，市場の安全安心の確保を図っている。

ア　保健に関すること

ａ　職場献血（夏・冬）

赤十字血液センターとの日程調整，会員事業者へ

の周知・献血勧奨を行い，市場内で実施（４日間実

施　１２５名献血）

ｂ　インフルエンザ予防ワクチン接種

協力可能な医療機関を当たり日程調整，会員事業

者への周知・接種勧奨を行い，市場内で実施（２日

間実施　４４４名接種）

ｃ　場内事業者の健康診断（夏・冬）

広島県集団検診協会との日程調整，会員事業者へ

の周知・受診勧奨を行い，市場内で実施（４日間実

施　１，０８６名受診）

イ　環境衛生に関すること

ａ　門前清掃（平成６年度から継続実施）

連合会の呼びかけにより毎月１回実施，会員全事

業者が参加

ら，優遇措置が得られるのではないかと考え，申請さ

れたものである。本市において，この免除申請を審査

した結果，前述の連合会の設置目的，事業内容及び活

動実績は，公共性・公益性にそぐうものであると判断

し，広島市中央市場業務条例第７１条第６項第３号の

規定に基づき使用料の免除を決定したものである。

イ　「連合会の入場証の資格確認・発行や駐車場の巡回監

視などは自主事業であり，市の事務事業に密接な関連が

あるとは言えない」とのことについて

中央市場の駐車場の管理については，これまで，市場

を利用する目的のない不法駐車や，決められた駐車エリ

アを守らないことによる荷捌きへの支障，大型トラック

等の路上駐車などの問題があった。

本市としては，円滑な市場運営の支障となるこうした

実態への対応は，長年の懸案課題であることから，平成

２６年度から連合会に呼びかけ検討してきた結果，本年

４月から，本市においては，市場を利用する目的のない

部外者車両の入場防止や入場資格があっても駐車区画を

守らない車両へ対応するため，資格確認・入場証交付の

業務を連合会に委託するとともに，改めて，駐車場につ

いて，部門ごとのエリア，一般利用者も含めたその他の

エリアに区分けし，これを明示することとした。

これに合わせて，連合会においては，市からの委託業

務を実施するに当たり，その事業効果を高めるため，傘

下の会員に決められた部門ごとのエリアへの駐車の誘導

とその後のフォローについてのルールの徹底を図るとと

もに，巡回監視などを自主的に行い，協力することとな

った。

したがって，以上の連合会の自主事業は，本市の事務

事業と密接な関連がある。

ウ　「平成２９年６月２９日開催の経済観光環境委員会に

おいて，経済観光局長が『市は連合会の自主事業（入場

証の資格確認・発行等）には関わらないし，内容も一切

把握していない。』と答弁していることに基づけば，連

合会事業が市と密接な関連があるとは言えない」とのこ

とについて

経済観光局長から「連合会に対して，受付，確認審

査，作成・交付までの業務を委託しており，これに関連

してより効率的な駐車場の利用の管理をするために巡回

監視等を連合会の方で行うことにしている」旨の答弁を

行っており，請求書に記載してある「市は連合会の自主

事業（入場証の資格確認・発行等）には関わらないし，

内容も一切把握していない」との答弁は行っていない。

エ　「連合会は営利目的の事業者による団体であることか

ら，公共性を持つ団体とは言い難い」とのことについて

連合会の構成員の個々は概ね営利事業者等であるが，

アで記述したように，連合会は公共性・公益性がある団

体である。

オ　「連合会の事業が市に関連し，市が協力すべき立場で



―４８―　第１０４９号� 平成２９年１０月３１日広　　島　　市　　報

（意見に係る証拠書類として，次の書類が提出されている

が，添付を省略する。）

・�決裁文書「市場施設使用許可について（広島市中央市

場連合会）」の写し

　３　監査対象事項

広島市が，平成２９年４月２８日付け広島市指令場中第８

号による広島市中央市場連合会への市場施設使用許可に際

し，使用料を免除したことは，違法又は不当に公金の賦課徴

収を怠る事実に該当するか。

第５　監査の結果

　１　事実関係の確認

請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類，広島市長から提出された意見書及び関係書類並び

に広島市の関係職員への調査により，以下の点について確認

した。

⑴　中央市場の施設の使用に関する法令等について

広島市中央卸売市場中央市場（以下「中央市場」とい

う。）は，広島市中央卸売市場の一部であるが，この広島

市中央卸売市場は，卸売場，自動車駐車場その他の生鮮食

料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して

開場される生鮮食料品等の卸売のために開設される卸売市

場であり，また，卸売市場の中でも，生鮮食料品等の流通

及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地域における生

鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の

卸売の中核的拠点となるとともに，当該地域外の広域にわ

たる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものとして，農

林水産大臣の認可を受けて開設した中央卸売市場（卸売市

場法第２条第３項）である。

中央卸売市場に係る主要な事項（位置及び面積，取扱品

目，開場の期日及び時間，卸売の業務を行う者に関する事

項，施設の使用料等）については，卸売市場法第９条の規

定により，業務規程に定めなければならないこととされて

いる。

これを受け，広島市では，これらの事項と合わせて，施

設の使用，監督処分等について，広島市中央卸売市場業務

条例（以下「業務条例」という。）を定め，中央卸売市場

の適正かつ健全な運営を確保することにより，生鮮食料品

等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り，も

って市民等の生活の安定に資することとしている（業務条

例第１条）。

本件事務所に係る使用料は，業務条例第７１条第１項

に，別表第２に掲げる金額の範囲内で規則で定めることと

されており，業務条例施行規則第４８条に規定する別表第

２によれば，１平方メートルにつき月額１，８３３円と定

められている。

また，業務条例第７１条第６項において，市長は，次の

いずれかに該当するときは，使用料を減免することができ

ると定められている。

ｂ　場内一斉清掃（平成２７年度から実施）

連合会の呼びかけにより毎年１回実施，会員全事

業者が参加

イ　教育及び情報の提供に関すること

次の事業を実施し，会員事業者における優秀な人材の

確保・育成を支援し，市場の発展に寄与している。

ア　優良従業員の表彰状授与式等の開催

広島市中央卸売市場表彰要綱に基づく優良従業員表

彰の表彰状授与式の開催への協力

　　　　　　＊被表彰者は連合会の推薦に基づいて広島市が決定

　　　　　　＊�授与式後に市長及び市議会議長を招いて，連合会

が祝賀会を開催

イ　市場セミナーの開催（年１～２回）

会員事業者の経営体質の強化等を目的とし，連合会

が外部講師を招へいして開催

　　　　　　（年１回開催，９４名参加）

ウ　フォークリフト運転技能講習の開催

安全・安心な労働環境を確保するため，広島県労働

基準協会に依頼し，会員事業者向けの運転技能講習を

市場内で開催（７日間の講習　２９名受講）

エ　新入社員合同入社式及び研修会の開催

連合会の主催により，会員事業者の新入社員の合同

入社式を開催するとともに，外部の専門家を講師とす

る合同研修会（内容「社会人としての心構え等」）を

開催

ウ　市場運営の活性化に関すること

次の事業を実施し，市場の活性化やＰＲ，食育等の推

進による消費拡大を推進している。

ア　「市場まつり」の開催（平成２５年度から継続実

施）

広く市民に市場の仕組みや役割を知ってもらうた

め，連合会の主催により年１回開催

・連合会が，会員事業者との協議（ＷＧ会議１０回程

度開催）や外部事業者との出店調整等に当たる（平成

２９年３月２５日開催，来場者数：約１万１千人）。

イ　ＮＨＫひるまえ直送便（平成７年から継続実施）

毎週月曜～金曜（ＡＭ１１：３０～１１：５４）に

放送されるＮＨＫ広島テレビの生活情報番組「ひるま

え直送便」中の，「新鮮市場」のコーナー（火曜・木

曜）に卸売業者のせり人が出演し，旬の「野菜」，

「果物」，「魚」及び「花」やその目利きなど，市場

のプロならではの情報を紹介

・連合会がＮＨＫとの打合せ及び出演者（会員事業

者：主に卸売業者）の調整に当たる。

エ　会員の福利厚生，親睦に関すること

ア　ボーリング大会

会員事業者の親睦を目的とし，連合会主催により年

１回開催

　　　　　　（４０チーム，１６０名参加）
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が平成２８年度に決定した「中央市場の現地での全棟建替

え」方針の中の「計画づくりに当たっての基本的事項」に

は，「事業手法，市と場内事業者との整備分担，適正な施

設規模や仕様，配置等について検討」することが示されて

いる。これを受けて，連合会においては，平成２９年５

月，正副会長会議において「市場整備の進め方について」

を議題とし，また，同年７月には，「新中央市場建設計画

策定の進め方について」を議題とし，広島市に説明を求

め，協議するなど，市場建替方針に呼応した取組に着手し

ており，中央市場の建替えの検討に当たっては，連合会に

よる場内事業者の意見集約機能や広島市との調整窓口とし

ての役割が非常に重要なものとなるとともに，連合会の関

連事務量は相当程度増加することが想定される。

さらに，中央市場運営上の長年の懸案である場内の駐車

対策に関し，連合会は，平成２９年度から，入場証交付等

業務について広島市から委託を受けるとともに，この委託

を含む広島市の取組と連動し，これを補う形で場内の駐車

対策を推進するため，場内自主管理の取組の一環として場

内駐車車両への対応に着手し，巡回監視の範囲を徐々に拡

大している。

⑸　本件許可及び本件免除について

平成２９年４月１７日，連合会は，広島市長に対し，中

央市場の管理棟３階にある９６㎡の区画を連合会の事務所

として使用することにつき，市場施設使用許可を求める申

請を行った。また，同時に，当該許可に伴う使用料の免除

を求める申請を行った。

広島市長は，これらの申請を受け，市場施設使用許可

（以下「本件許可」という。）については業務条例第６５

条第２項の規定に，また，本件許可に伴う使用料の免除

（以下「本件免除」という。）については業務条例第７１

条第６項第３号の規定に該当するものとして，平成２９年

４月２８日付けで，広島市職務権限規程に基づく職務権限

により中央市場長が決裁して決定し，その旨を示した市場

施設使用許可書を同日付け広島市指令場中第８号により連

合会に交付した。

広島市長は，本件免除の理由（業務条例第７１条第６項

第３号の規定に該当する理由）を，連合会は，その会員構

成や設立目的等の点で，公共性を持つ団体であり，かつ，

同会の事業は駐車対策や中央市場の建替えに関する検討に

おいて，広島市の事務事業と密接な関連があり，広島市と

してもその事業に積極的に協力すべき立場にあること，ま

た，連合会収入のほとんどは会員からの会費等で賄われ収

益事業は行っていないこととしており，本件免除の審査に

当たり，連合会が公共性・公益性にそぐうものであると判

断した。

⑹　連合会による従前の市場施設使用許可の申請及び使用料

免除の申請について

連合会は，平成２８年度までは広島市長に対し，中央市

場の青果棟３階にある２０㎡の区画（本件許可の区画とは

一　使用者の責めに帰することができない理由によって

市場施設を使用できないとき。

二　使用者が国又は公共団体であるとき。

三　その他市長において特別の理由があると認めたと

き。

なお，上記の業務条例第７１条第６項第３号の「特別の

理由がある」か否かの判断基準は定められていない。

⑵　中央市場の施設及び使用料に関する法的性格について

中央市場は，地方自治法第２４４条第１項に規定する公

の施設に該当し，広島市中央卸売市場中央市場等の設置条

例により設置され（第１条及び第２条），その管理運営に

関しては，業務条例の定めるところによると規定されてい

る（第３条）。

したがって，業務条例第７１条第１項に規定する使用料

は，地方自治法第２３８条の４第７項及び広島市財産条例

等に基づく「行政財産の目的外使用料」には該当しない。

⑶　連合会について

広島市中央市場連合会（以下「連合会」という。）は，

昭和６２年，「市場内の緊密な連携と協調により市場の健

全かつ円滑なる運営と秩序の保持を図り，もって市場全般

の発展を促進すると共に会員の親睦と福利厚生の向上に資

すること」を目的として設立された団体である。

その会員は，市場内で開設者の許可を受け市場施設を使

用している事業者その他市場に関係のある事業者を対象と

し，平成２９年６月現在，青果，水産物，花き各部の卸売

業者，仲卸業者，売買参加者，関連事業者の計１０５社

（業種の重複を除く実数），３組合で構成されている。

連合会は，上記の設立目的を達成するため，①市場運営

の合理化，活性化並びに施設の充実及び改善に関する調査

研究，②市場内の保健並びに環境衛生に関すること，③教

育及び情報の提供に関すること等の事業を行うこととして

いる。

平成２８年度の活動実績としては，献血や門前清掃の実

施，市民に市場を紹介するための市場まつりの開催やテレ

ビ番組（食料品の情報提供コーナー）への出演調整等とい

った活動をはじめ，健康診断やインフルエンザ予防ワクチ

ン接種等の実施により，従業員の保健や場内の環境衛生を

保持することを通じて中央市場の安全安心の確保を図った

り，セミナー，講習，研修会等の開催により，会員事業者

の経営体質の強化，従業員の技能向上，人材育成等を支援

することを通じて中央市場の発展に寄与することを目指し

た活動を実践している。

⑷　連合会と広島市との関わりについて

中央市場に関係する全ての分野の事業者で構成される連

合会は，中央市場長等広島市職員が連合会の正副会長会議

や役員会等に出席して密接に意見交換を行うなど，広島市

にとって，中央市場の運営等における重要な連携相手とな

っている。

また，中央市場各卸売場棟の耐震強度不足を受け広島市
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強化，従業員の技能向上，人材育成等を支援するなど，中

央市場の発展に寄与する公益的な活動を実践しているこ

と。

・広島市は連合会と密接に意見交換を行っており，連合会

は中央市場の運営等における重要な連携相手であって，特

に，長年の懸案である場内の駐車対策や，平成２９年１月

に決定した全棟建替方針に基づく可及的速やかな現地建替

えの実現のため，体制を強化した連合会と引き続き緊密な

協力関係を構築する必要があること。また，これに伴い連

合会の関連事務量は相当程度増加することが想定され，対

応する人的物的設備を充実させる必要があること。

・連合会は収益事業を行っておらず，収入の大部分が会費

及び駐車車両に関して徴収している収入によるものであ

り，その収支は未だ不安定であって，拡充した自主事業を

継続し，職員増等により強化を図った事務局体制を維持し

ていく上で，余裕のある状況とまではいえないこと。

などが認められる。

したがって，本件においては，公益性の観点から，使用料

を減免する必要性ないし相当性が特に高いものと認められ，

本件免除については，裁量権の範囲の逸脱又はその濫用や，

その行使に際しての不合理な判断は認められない。このた

め，本件免除は使用料の賦課徴収を違法又は不当に怠る事実

には当たらない。

　３　結論

以上のとおり，本件措置請求については，請求人の主張に

理由がないことから，これを棄却する。

異なる区画）を連合会の事務所として使用することについ

て，市場施設使用許可の申請を行っている（これを受けて

広島市長が許可）が，その際，当該許可に伴う使用料の免

除を求める申請を行っていない。

⑺　平成２９年第２回広島市議会定例会の経済観光環境委員

会（平成２９年６月２９日開催）における経済観光局長の

関係答弁について

広島市議会ホームページの録音中継によれば，経済観光

局長が「市は連合会の自主事業（入場証の資格確認・発行

等）には関わらないし，内容も一切把握していない。」と

いう内容の答弁を行った事実は認められない。

⑻　事務所の使用内容について

本件許可に係る区画の使用内容は，専務理事の執務室及

び会議室並びに事務局長等職員の事務室である。

　２　判断

請求人は，広島市が行った本件免除は違法又は不当であ

り，これにより，広島市に損害が発生したと主張しているこ

とから，以下，本件免除が違法又は不当かについて検討す

る。

業務条例第７１条第６項においては，使用料の減免事由の

一つとして，同項第３号に「その他市長において特別の理由

があると認めたとき。」と定められている。

この「特別の理由」については例示もなく，また判断基準

について定められたものはないので，その認定に当たって

は，広範な裁量権を広島市長に付与したものと解される。ま

た「特別の理由」の意義については，当該公の施設に関する

条例の目的等に照らし，当該使用の目的・内容，使用する団

体の性格・状況，市の事業との関わりの程度等を総合考慮

し，公益性の観点から使用料を減免する必要性ないし相当性

が特に高いと認められる場合を意味するものと解される（名

古屋高裁平成１７年４月１３日判決参照）。

よって，本件免除が違法となるのは，上記のような必要性

ないし相当性の判断において，市長がその裁量権の範囲を逸

脱し，又はこれを濫用した場合であり，また，不当となるの

は，違法とまではいえないが，裁量権の行使に当たり不合理

な判断を行った場合であるといえる。

以上のことを踏まえ，上記１のとおり確認された事実関係

を基に，本件免除について業務条例に規定する「特別の理

由」があるか否かを検討したところ，

・業務条例の目的は，生鮮食料品等の取引の適正化とその

生産及び流通の円滑化を図り，市民生活の安定に資するこ

とであるところ，連合会は，中央市場に関係する全分野の

事業者で構成され，場内の緊密な連携・協調による中央市

場の健全・円滑な運営と秩序の保持，市場全般の発展促進

を目的とする団体であること。

・また，その活動内容は，市民向けの公益的な活動をはじ

めとして，従業員の保健や場内の環境衛生を保持する事業

を通じて中央市場の安全安心の確保を図り，また，セミナ

ー，講習，研修等の開催を通じて会員事業者の経営体質の


